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1. 災害廃棄物処理計画の概要 

1.1 計画の目的と位置付け 

1.1.1 計画策定の目的 

近年、我が国では、いたるところで水害や地震等による大規模な災害が多発してお

り、それは本町も例外ではない。 

水害では、「昭和６１年豪雨災害」「令和元年東日本台風」において住宅等に多数

の被害をもたらした。地震では、平成２３年３月１１日に発生した「東日本大震災」

をはじめ近年頻発する「福島県沖地震」などにおいて、町内各所に被害が発生してい

る。 

本計画は、浅川町地域防災計画に基づき、災害発生時の状況に即した災害廃棄物処

理の具体的な業務内容を示すことにより、災害廃棄物の適正かつ円滑な処理の実施を

目指すものである。 

なお、浅川町地域防災計画等が見直された場合や社会情勢の変化など、必要に応じ

て見直しを行い、発災後の実際の運用に当たっては、現場の被害状況等を適切に判断

した上で、効果的な運用を図るものとする。 
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1.1.2 計画の位置付け 

本計画は、環境省の定める災害廃棄物対策指針（平成30年改定）に基づき策定する

ものであり、浅川町地域防災計画と整合を図るものである。 

本町で災害が発生した際、災害廃棄物等の処理は、本計画で備えた内容を踏まえて

進めるが、実際の被害状況等により柔軟に運用するものとする。 

 

 

出典:「災害廃棄物対策指針（改訂版）」（環境省 平成 30 年 3月）に一部加筆 

 

図1- 1 計画の位置付け 
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1.2 基本的事項 

1.2.1 対象とする災害 

本計画では、「浅川町地域防災計画」に定める災害（地震災害、水害及びその他自

然災害）を対象とし、被害想定を設定する。 

地震災害については、地震動により直接生ずる被害及びこれに伴い発生する火災、

液状化、土砂崩れ、爆発その他異常な現象により生ずる被害を対象とする。 

風水害については、大雨、台風、雷雨などによる多量の降雨により生ずる洪水、浸

水、冠水、土石流、山崩れ、崖崩れなどの被害を対象とする。 

本計画で想定する災害は、地震災害及び風水害として最大規模のものを適用する。 

地震災害の想定は、実績として被害が甚大であった「東北地方太平洋沖地震（東日

本大震災）」（表 1-1）と同規模のものが再び起こるものとして、これを適用した。 

また、風水害は「阿武隈川水系社川洪水浸水想定区域（想定最大規模）」（表 1-2）

とした。 

 

表 1- 1 想定する災害（地震） 

‮  

←ᵲ ˢם ˣ 

ᴏ  

ˢ ←ˣ 

 
( )  9.0 ᴲ 6  

 200 Ԓᴲ ᵴ24 Ԓ 

 

 0  

 1  

╗  586  

 587  

 

表 1- 2 想定する災害（風水害） 

‮  
ҹ ἠ Ὁּז   Ỹӽ 

ˢ Ω ṛ ˣ 

 ᶍ ֩  ֪

▓  328mm ֩ ╓ᶆᶍ2 ᶍ ▓  ֪

 

 20  

 4 7  

 2  

זּ  13  

 8 2  

＊建物被害は、浸水深ごとの建物被害率(南海トラフ巨大地震の被害想定) 

に浸水深ごとの建物棟数（福島県 GIS）を乗じることで求めた。 
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出典:「阿武隈川水系社川洪水浸水想定区域図（想定最大規模）」（福島県 令和 2年 3月 10日公表） 

図1- 2 阿武隈川水系社川洪水浸水想定区域図（想定最大規模） 
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〔参考〕浅川町 洪水・土砂災害ハザードマップ 
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1.2.2 対象とする災害廃棄物 

対象とする災害廃棄物は表 1-3 のとおり。 
 

表 1- 3 対象とする災害廃棄物 
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出典:災害廃棄物対策指針(改定版)(環境省 平成 30 年 3月)の内容を一部修正 

※上記は選別後の分類であり、災害時には上記のものが混合状態で発生する場合が多い。 

※自然木や稲わらについては、自宅敷地に流入するなど生活環境保全上の支障があると認めた場合は災害等廃棄

物処理事業費補助金の対象となる。 

※土砂は廃棄物に当たらないため本計画の対象とはならないが、堆積土砂量が一団で 2 千㎥以上又は町全域で 3

万㎥以上の場合は、国土交通省の補助事業で処理することができ、土砂の量がこれより少ない場合であって、土

砂にがれき等の災害廃棄物が混入しているものについては、環境省と協議のうえ、同補助金で処理することがで

きる。 

※生活ごみ､避難所ごみ及びし尿は､ 同補助金の対象外である。ただし、一般廃棄物処理施設が被災し、通常の処

理が困難になった場合には、広域処理するための運搬費等の追加的経費は、同補助金の対象となる。 
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1.2.3 一般廃棄物処理施設の状況 

本町では、単独での一般廃棄物処理施設を設置しておらず、中間処理（焼却、し尿

処理）については、石川地方生活環境施設組合の焼却施設及びし尿処理施設で処理を

行っている。不燃・粗大ごみの中間処理（破砕・選別）、最終処分（埋立処分）につ

いては、きららクリーンセンター（最終処分場）で処理を行っている。 

災害発生時に発生する災害廃棄物についても石川地方生活環境施設組合で処理を行

うことから、現在の一般廃棄物処理施設の状況を記載する。 

 

(1) 中間処理施設（ごみ処理） 

施設名称 石川地方生活環境施設組合 石川地方ごみ焼却施設 

所在地  石川郡石川町大字沢井字川井地内 

処理方式 階段ストーカー方式 

施設規模 処理能力 60トン/16h （30トン/16h×２基） 

竣工 昭和60年3月 

備考 排ガス高度処理・灰固形化施設工事（平成13年3月竣工） 

(2) 中間処理施設（し尿処理） 

施設名称 石川地方生活環境施設組合 し尿処理施設 

所在地  石川郡石川町大字沢井字川井255 

処理方式 

主処理 ：高負荷脱窒素処理方式 

高度処理：凝集沈殿＋砂ろ過＋活性炭吸収 

汚泥処理：脱水＋乾燥 

臭気処理：高濃度臭気：水槽吹込生物脱臭後中濃度臭気系へ 

     中濃度臭気：酸洗浄＋アルカリ次亜洗浄＋活性炭吸着 

     低濃度臭気：活性炭吸着 

施設規模 処理能力 100㎘/日 

竣工 平成8年3月 

備考  

(3) 中間処理施設（し尿処理）最終処分場 

施設名称 きららクリーンセンター（最終処分場） 

所在地  石川郡石川町大字山形字大下510 

埋立面積 9,700㎡ 

埋立容量 55,000㎥ 

埋立対象物 破砕不燃物、焼却残渣 

埋立期間 15年 

竣工 平成14年9月 

備考  
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1.2.4 処理主体 

災害廃棄物は、一般廃棄物とされていることから原則として町が処理主体となるた

め、石川地方生活環境施設組合と連携し災害廃棄物処理を行う。 

災害の規模によって廃棄物が大量に発生し、自区域内での処理が困難な場合や処理

施設の被災等により処理能力が不足する場合は、県に広域的な調整を要請し処理を行

う。 

また、甚大な被害により自ら災害廃棄物処理を進めることが困難な場合には、地方

自治法（昭和 22年法律第 67号）第２５２条の１４（事務の委託）、又は同法第２５２

条の１６の２（事務の代替執行）を県に要請することも検討する。 

事務委託及び事務の代替執行の概要は、表 1-4 のとおりであり、いずれも双方の議

会の議決等必要な手続きを経て実施する。事務の委託の流れの例を図 1-3 に示す。 

 

表 1- 4 事務委託及び事務代替執行 

Ⱨ χӦ  

( ꜛⱵ 252 χ14) 

 ᶱ≠ ᶍ ᶊ ᶩ ᵸ  

 ╢ ᶍ ᶗᶍ  

Ⱨ χ  “יִ

( ꜛⱵ 252 χ16χ2) 

 ᶱ ᵶᵾᶝᶝ ᶍ ᶍᶞᶱ≠ ᵸᶪ  

 
ᶍ ᶱ ᶮᶉᵣ 

֩ ᶊᶧᶪ ᶎ ᶠᵾ ᶊᵡᶪ ֪

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

図1- 3 事務の委託の流れ（例） 
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2. 災害廃棄物処理のための体制等 

2.1 組織体制・指揮命令系統 

2.1.1 災害対策本部 

災害発生後の組織体制及び業務（事務分掌）は、浅川町地域防災計画のとおりとする。 

 

出典:「浅川町地域防災計画」（浅川町防災会議 令和 5年 3 月修正） 

図 2- 1 浅川町災害対策本部組織体制  
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表 2- 1 浅川町 災害対策本部事務分掌（抜粋） 

    Ⱨ  

 

ˢ ᴿˣ 

ᾭ ˢᾭ ἰˣ 

ᶨ־ ˢ ᶨ־ ἰˣ 

͍ʽ ← χ ₰ẉόכῐ ├τḩβϥάρʻ 

͎ʽ←ᵲṰכỲ χ ẉό τḩβϥάρʻ 

͏ʽ ← τΣΪϥし尿処理ʺ廃棄物の処理及び清掃τḩβϥάρʻ 

͐ʽ χ ẉό τḩβϥάρʻ 

͑ʽ Ḛ☼ χ ᵲχ ₰ẉόᴂẍ ẛτḩβϥάρʻ 

͒ʽ ← τΣΪϥЧАЕχ ῐτḩβϥάρʻ 

͓ʽ χ γϥᴂẍ ├τḩβϥάρʻ 

出典:「浅川町地域防災計画」（浅川町防災会議 令和 5 年 3 月修正） 

 

 

 

 

2.1.2 災害廃棄物処理に係る組織体制及び業務概要 

発災直後の非常参集等の配備体制と業務は、浅川町地域防災計画で定めるとおりと

し、災害廃棄物処理を担当する組織体制については図 2-2、災害廃棄物等の処理に係

る各担当の分担業務を表 2-2 に、処理の流れを図 2-3～4 に示す。 

 

 

図 2- 2 災害廃棄物処理組織体制 
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表 2- 2 災害廃棄物処理業務内容一覧 
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出典：災害廃棄物対策指針(改定版)(平成 30年 3 月環境省)を編集 

図 2- 3 災害廃棄物の処理の流れ 
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出典：災害廃棄物対策指針(改定版)(平成 30年 3 月環境省)を編集 

図 2- 4 一般廃棄物( 避難所ごみ等) の処理の流れ 
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2.2 情報連絡体制 

災害発生後は、災害対策本部と連携し、速やかに災害廃棄物発生量の推計のための家

屋の被害状況や災害廃棄物処理に係る施設等の被災状況及び収集運搬体制に係る情報収

集を行う。収集した情報は、速やかに課内及び関係機関に周知し情報の共有を図る。 

また、時間の経過に伴い、被災・被害状況が明らかになるとともに、問題や必要とな

る支援も変化することから、定期的に新しい情報を収集する。 

 

表 2- 3 収集する情報の内容等 

‮  ʾ  

ᶇ  û ᵳᶞᴲᵶ ᶍ ᶍ № 

ûּי ḐᶹḴ ᶍ № 

ᶍ  û ᴲ  

û ᶍ  

֩ ∫֪ᶍ  û ᴴ זּ  

û ᶍ  

ḱᶹḝḱᶹḻᶍ  û ᴴּז ᶍ ᶍ № 

û ᶇ ᶍ ᵶ 

ûᶹḻḝḱᶍ № 

ᴴ ᶍ  û ◖ ᶗᶍ☼ № 

û ◖ ḳᴻḐᶍ  

ᶍ  û╗ ֩ᵳᶞᴴᵶ ֪ ᶍ ᶇ ᶍ ᵶ 

ᶊ ᶪ  û ╢ᶍ ᶍ № 

û ◖ ᶍ ֩ ᴴ ֪ᶍ № 

יּ ᶍ  ûּי ᶍ ᴴ  

û◖ ḳᴻḐᴴ ᶍ  

ᶍ  û ᶍ ᶍ № 

û ᶍ  
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2.3 協力・支援体制 

2.3.1 国・県との連携 

「災害廃棄物対策東北ブロック行動計画」（災害廃棄物対策東北ブロック協議会 

令和 4年 2月）に示される災害廃棄物処理に係る連携体制を図 2-5 に示す。 

災害発生後は、「災害廃棄物対策東北ブロック行動計画」に基づき、県及び国（環

境省、東北地方環境事務所）と連携し、被災状況に応じた支援を要請できるよう、定

期的に連絡調整や報告を行う。災害発生後の組織体制及び業務（事務分掌）は、浅川

町地域防災計画のとおりとする。 

 

【災害廃棄物に対応するための初動連携の基本モデル】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

出典:「災害廃棄物対策東北ブロック行動計画」（災害廃棄物対策東北ブロック協議会 令和 4 年 2月） 

図 2- 5 災害廃棄物対策東北ブロック行動計画における初動連携 
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2.3.2 県・他市町村等の協力・支援 

福島県内においては、県及び自治体・広域組合間で災害廃棄物処理に係る「福島県

災害廃棄物等の処理に係る相互応援に関する協定」を締結していることから、県、他

市町村等による協力・支援は、この協定等に基づき町内の情勢を正確に把握し、必要

な支援等について的確に要請できるようにする。 

災害時における職員派遣、被災者の受入れおよび相互応援協定を締結している市町

村等及び応急対策業務の支援団体を表 2-4 に示す。 

 

表 2- 4 相互応援協定市町村及び支援団体一覧 
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2.4 教育訓練 

発災後速やかに災害廃棄物を処理するためには、平時から災害マネジメント能力の維

持・向上を図る必要がある。町では、災害廃棄物処理の経験者や災害廃棄物処理技術に

関する知識・経験を有する専門家を交えた講習会・研修会等に参加し、職員の能力維

持・向上に努める。 

また、 職員の人事異動を考慮し、教育・訓練により職員の能力を維持・向上させるだ

けでなく、教育・ 訓練と防災訓練、平時の災害廃棄物対策（本計画の見直しや災害協定

の締結等）を結びつけることで、教育・訓練をより実践的なものにし、関係者間の連携

を強化する。 

災害廃棄物処理に必要な能力（例）を図 2-6 に示す。 

 

出典:災害廃棄物に関する研修ガイドブック総論編（国立環境研究所 平成 29 年 3月） 

図 2- 6 災害廃棄物処理に必要な能力（例） 
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2.5 住民等への啓発・広報 

災害廃棄物の処理を適正かつ円滑に進めるためには、町民の理解が重要である。 

災害時においては、通常と異なる排出・処理方法に対し住民から多くの問合わせがあ

ることが想定されることから、表 2-5 に示す情報を発信し、円滑な災害廃棄物処理の推

進に対し、住民からの協力や理解を得られるように努める。 

また、情報伝達手段としては、防災無線、ホームページ、ツイッター、回覧板等のほ

か、避難所へのチラシ掲示等を被災状況に応じ活用する。 

 

表 2- 5 広報の内容 

ῲ  ‮ χ τνΜο 

 ᵊ ᵳᶞ ɛ
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ᴴ ᶆᶍ ᴲ ᴲ ᶊ ᶪ  

ᴴ  

ᴴ ⱱ ᶒ ⱱ ᶍ  

ᴴ ⅛ᵣ ᶍ ≥ᴲ↨  

ᵊᵶ  ɛ

ᴴ  

ᴴּי ḐᶹḴᶍ ᴲ  

ᶊᶃᵣᶅ ᴴשׁקּ ᴲ ᶊ ᶪ ᴲ ᴲ ⱱ  

ᴴ ᶍ⅛ᵣᴲ ᴲ  

יּ ᶊᶃᵣᶅ ᴴּי ᶍ ᴲ ᴲ  

ᴴּי ᶍ ֩ ᴲ ֪ᴲ∏ ᴲ  

ᴴּי ᶊ ᶲᶆᶎᵣᵰᶉᵣᶡᶍ 

ᶆᶍḳᴻḳ ᴴᵳᶞᶍ ᴲ ᴲ  

ᴴ  

ᶮᵺ ᴴ ᶮᵺ ᶍ ᴲ  

≥  ø ᶆᵡᶪᵲᶇᶍ  

ᴴ ᶍ ᴲ   

ø  

ᴴ ᵳᶞᶍ ᴲ ᶊ ᵷᵾ ᴲ ᵬ  
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3. 災害廃棄物処理対策 

3.1 災害廃棄物処理の基本方針 

3.1.1 基本方針 

災害廃棄物の処理に関する基本方針を表 3-1 に示す。 

 

表 3- 1 災害廃棄物処理の基本方針 

ṁ     

ӡ♥ ᵪᶃ ᶉ  û ᶆ ᵶᵾ ֩ ᵳᶞᴲᵶ ᶱ ᶟᴳ֪ᶊᶃᵣᶅᶎᴲ

♥ ᶍ ᶱ ᶇᵶᴲ ᵪᶃ ᶊ ᶱ ᶠᶪ G

Ӣ ᶍ ᴴ ᶍ  û ᶒּי ᶊᵩᵰᶪ ᶱ ᵶᴲּס ᶉ ᶩ

ᴲ ᶱטּ ᶠᴲ ᶒ ᶍ ᶱ ᶪᴳ 

ӣ↨ ᵪᶃ ᶗᶍ  ûּי ᶍ◖☺ᶊᵩᵣᶅᶎᴲ ᴲ ᶣאל ᶍ ᶉ

ᶱ ᵷ↨ ᶱ ᵸᶪᴳᶝᵾᴲ ᶍ◖ ᶣ ᶍ ᶊ

ᵩᵣᶅᶡ ᶍ ᶊ ᵶ ᶠᶪ  G

Ӥ ᴴ ᶍ û טּ ᶍ ᶊᵡᵾᶂᶅᶎᴲ ᴲ ᴲ ᶒ

ᶇ ᴴ ⱱ ᶱ ᵶᴲ ᵶᶅ ᶱ ᶠᶪᴳ 

 

 

3.1.2 発災後に対応すべき事項 

災害時においては、住民の健康や安全の確保、衛生や環境面で安全・安心のために

迅速な処理が必要なため、発災後に対応すべき事項を示す。 

ア 被害状況の把握 

イ 災害廃棄物の発生量・処理見込量の推計 

ウ 処理に必要な資源の確認（人的資源、処理施設能力、財源） 

エ 処理スケジュールの作成（処理完了日の目標設定） 

オ 処理方法の決定（設定した期間内に既存の廃棄物処理施設で処理が可能か） 

・処理可能な場合は、廃棄物処理施設へ運搬する。 

・処理不可能な場合は、仮設の廃棄物処理施設の設置や広域処理を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



‐20‐ 

 

 

3.2 災害廃棄物処理の流れ 

被災地域から発生した災害廃棄物の処理の基本的な流れは、図 3-1 に示すとおりで

ある。 

 

出典:「災害廃棄物対策の基礎～過去の教訓に学ぶ～」（環境省 平成 28年 3 月） 

図 3- 1 災害廃棄物処理の基本的な流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 被災地域 

̙ ἴᵫϞ Ẏ π

αθ◦ χ Ạ 

̙  

̙ Ạʾ  

̙֫  

̙ ṏ χԁⱲ  σς 

 仮置場 

̓ԁⱳᴠ  

̙ ʺ  

̙ Ḛ 

̙ ₉ χ ᴂ 

ˢ ᶓ ṛ χ ΦΜ←ᵲˣ 

̓ ⱳᴠ  

̙ӱ ꜠ẉόᴠ ☼ τ

Ϣϥ ḧ     σς 

 

 処理・処理先 

̙Ṍ χ ḧ ☼

ˢ▀ ☼ ϜḯϚˣ 

̙Ω  

̙™Ɫᾛᴟˢ ọⱢ∙

ϒχ ˣ 
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3.3 災害廃棄物発生量の推計 

3.3.1 発生量推計の考え方 

災害廃棄物発生の推計は、発災前・発災後のいずれにおいても、仮置場の設置や災

害廃棄物処理計画等における前提条件となり、処理経費の算定における基礎情報とも

なるため、重要である。 

このため、本計画において示した想定被害(P3)を基に災害廃棄物発生量の推計を行

う。 

なお、発災後は、災害対策本部と連携して災害情報、被害情報を速やかに把握し、

発生原単位を用いて推計する。被害状況により発生原単位を適切に更新することによ

り、フェーズに応じて精度を高めて管理し、必要に応じ随時見直しを行う。 

 

表 3- 2 災害廃棄物発生量の推計の考え方 

災害廃棄物の発生量＝災害情報に基づく被害情報×発生原単位 

 ╓ ᶆ ᵴᶫᶪ ᶣ ᶍḗ᷾ᴻḑ ֩ ᴲ ╓ ֪ 

 ᶍ ֩וֹ ᶍ ᴲᴴ ᴲ ᴴ זּ  ֪

∞ ᵡᶨᵪᵷᶠ ᵶᵾ ∞ 

出典:「災害廃棄物対策指針（改定版）資料編【技 14-2】」（環境省 平成 30年 3 月） 

 

 

出典：「災害廃棄物対策指針（改定版）」資料編【技 14-2】（環境省 平成 30年 3 月）に一部加筆 

図 3- 2 災害フェーズに応じた災害廃棄物の発生量の推計 

 

 

本計画に 

おける推計 
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3.3.2 地震災害による災害廃棄物発生量の推計 

(1) 推計方法 

地震災害による災害廃棄物発生量は、表 1-1 に発生原単位を乗じることで推計する。 

通常は、全壊及び半壊の棟数に発生原単位を乗じて災害廃棄物発生量を推計するが、

東日本大震災による本町の建物被害は半壊１棟、一部損壊 586 棟となっており、建物

被害における一部損壊の占める割合が大きく、半壊棟数のみで災害廃棄物発生量を推

計すると過小となることが想定される。そのため本計画では一部損壊棟数も考慮し、

災害廃棄物の発生量を推計するものとした。 

なお、一部損壊建物の発生原単位は既往の研究成果及び災害に係る住家の被害認定

基準における損壊部分が住家の延床面積に占める割合（半壊：20％以上 70％未満、一

部損壊（半壊に至らない被害）：20％未満）等を参考に設定した。 

 

̕←ᵲ ṏ χ ὓ꜠ 

 

Ｙ=Ｘ1×a＋Ｘ2×b＋Ｘ2×b＋Ｘ3×c 

 

  ͮʿ←ᵲ ṏ χ ˢΒˣ 

  ͭ1̋ ͭ2̋ ͭ3ʿ ᵗᴪᴒ χ     ͍ʿ ᵗʺ͎ʿ ᵗʺ͏ʿԁ ᵗ 

  ʹʺ͵ʺcʿ ᾖ ӡˢΒ/ ˣ    ʹʿ ᵗʺ͵ʿ ᵗʺcʿ ԁ ᵗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3- 3 災害廃棄物発生量の推計フロー（地震） 

 

 

 

■建物被害棟数 [棟] 

ʾ ᵗ ʾ ᵗ  

◎発生原単位 [t/棟] 

ʾ ᵗ117t/ ʾ ᵗ23t/  

ʾԁ ᵗ4.6t/  

 

■災害廃棄物発生量 [t] 

◎廃棄物の組成割合 [%] 

ʾ ᶑ∙ʾᴦ ʾ ʾƠǃƞ

ƾƖƪΥϣʾỲ Ψγʾζχ 

■種類別 災害廃棄物発生量 [t] 
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表 3- 3 災害廃棄物発生量の発生原単位（地震） 

ᵲỸ  ᾖ ӡ 

 117 ½ ă 

 23 ½ ă 

╗  4. 6 ½  

※出典:「災害廃棄物対策指針（改定版）」資料編【技 14-2】（環境省 平成 30 年 3月） 

 

表 3- 4 災害廃棄物発生量の種類別割合（地震） 

  ᶤ › 

   4 % 

סּ   16 % 

  30 % 

᷈ḻ᷄ḲᴻḐᵫ  ʝ  43 % 

ᵮᵹ   3 % 

ᵼᶍ    4 % 

 100 % 

出典:「災害廃棄物対策指針（改定版）」資料編【技 14-2】（環境省 平成 30年 3 月） 

原典:「災害廃棄物発生原単位」（平成 30 年 3月 6 日 

 第 2回平成 29年度災害廃棄物対策推進検討会 資料 1-1（別添） 

 

(2) 推計結果 

地震災害では、東日本大震災の被害概要に基づく推計で 2,719tの災害廃棄物が発生

する推計結果となった（表 3-5）。 

 

表 3- 5 災害廃棄物発生量の推計結果（地震） 

←ᵲ ṏ (Β) 

 ᵗ  ᵗ ԁ ᵗ ὓ 

0  23  2, 696  2,7 19  

 

表 3- 6 組成別の災害廃棄物発生量の推計結果（地震） 

  
←ᵲ ṏ  

ˢΒˣ 

 109  

סּ  4 3 5  

 8 16  

᷈ḻ᷄ḲᴻḐᵫ  ʝ 1,16 9  

ᵮᵹ 8 1 

ᵼᶍ  109  

 2 ,7 19  
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3.3.3 水害による災害廃棄物発生量の推計 

(1) 推計方法 

水害による災害廃棄物発生量の推計は、表 1-2 に発生原単位を乗じることで推計す

る。 

 

表 3- 7 災害廃棄物発生量の発生原単位（水害） 

ᵲỸ  ᾖ ӡ 

 117 ½ ă 

 23 ½ ă 

 4.60 ½  

זּ  0.62 ½  

※出典:「災害廃棄物対策指針（改定版）」資料編【技 14-2】（環境省 平成 30 年 3月） 

 

表 3- 8 災害廃棄物発生量の種類別割合（平成 27年 9 月関東・東北豪雨） 

  ᶤ › 

   2.1 % 

סּ   4.4 % 

  70.5 % 

᷈ḻ᷄ḲᴻḐᵫ  ʝ  9.9 % 

ᵮᵹ   0.6 % 

ᵼᶍ    0.6 % 

 12.0%  

 100 % 

出典:「災害廃棄物対策指針（改定版）」資料編【技 14-2】（環境省 平成 30年 3 月） 

原典: 原典：「平成 27年 9 月関東・東北豪雨により発生した災害廃棄物処理の記録」 

（環境省関東地方環境事務所 常総市平成 29年 3 月） 

 

(2) 推計結果 

水害では、想定最大規模降雨の被害概要に基づく推計で 3,438tの災害廃棄物が発生

する推計結果となった（表 3-9）。 

 

表 3- 9 災害廃棄物発生量の推計結果（水害） 

←ᵲ ṏ (Β) 

 ᵗ  ᵗ  ᴞ  ὓ 

2,34 0  1,081  9  8  3,438  
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表 3- 10 組成別の災害廃棄物発生量の推計結果（水害） 

  
←ᵲ ṏ  

ˢΒˣ 

 72  

סּ  151  

 2,423  

᷈ḻ᷄ḲᴻḐᵫ  ʝ 340  

ᵮᵹ 20  

ᵼᶍ  20  

 412  

 3,438  

 

 

ᵄ ᵅ  

ᶍ  507 ֩ 6ֹ5 ᴲּס 5ֹ9 ᴲ 4ֹ9 ᴲ᷈ḻ᷄ḲᴻḐᵫᶨֹ160 ᴲ

ᵮᵹ 2ֹ ᴲᵼᶍ ֹ3 ᴲ 1ֹ69  ֪
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3.4 既存廃棄物処理施設の処理可能量 

3.4.1 処理施設の処理可能量 

処理施設の処理能力及び処理実績から処理余力を整理し、災害廃棄物の処理可能量

を検討した。なお、本町の災害廃棄物に対する処理可能量は、石川地方生活環境施設

組合全体の処理可能量を構成自治体の人口割合により按分して算出した。 

被災により施設が稼働停止せず、平時と同様の処理が可能な場合の発災後３年間の

処理可能量を整理した結果を表 3-11 に示す。 

 

表 3- 11 処理可能量の検討（処理能力低下を考慮しない） 

☼  Ỹ  

 ῢ

ᶤ › 

(%) 

̞4 

 

ᴶ  

  

  

  

ם

(H30) 

ᴦ ˢtˣ 

1  
2 ḧ 

[ ὓ]  

͏ ḧ 

[›ὓ]  (t/ ) ( / ) (t/ ) (t/ ) 

  
˹ ˷

 
 

˹

˵  

˹

˷2 

˹

˷3 

έϙ

Ẁ  

 100.0 42̞1 312̞2 13,104 10,462 2,642 5,284 7,926 

 16.2 6.8̞1 312̞2 2,129 1,699 429 858 1,287 

έϙ ☼  

 100.0 24 280̞3 6,720 1,753 4,967 9,934 14,901 

 16.2 3.9 280̞3 1,092 285 807 1,614 2,420 

※1 石川地方生活環境施設組合の稼働実態（ダイオキシン抑制の対応等）から施設の処理能力の 7 割として設定 

※2 石川地方生活環境施設組合からの聞き取りにより災害時の最大可能な稼働日数は週 6日として設定 

※3 「ごみ処理施設整備の計画・設計要領（2017 改訂版）」（公益社団法人全国都市清掃会議 平成 29年 4 月） 

を参考に 280 日で設定 

※4 人口割合は「令和２年住民基本台帳」（総務省）による 
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3.4.2 最終処分場の処分可能量 

石川地方生活環境施設組合の一般廃棄物処分場の残余容量は令和元年度末時点で約

２万５千㎥である。参考として、残余年数を 10年残すことを前提とした場合の令和元

年度末時点の残余容量に対する計算上の余力を整理した。 

なお、本町の災害廃棄物に対する余力は、石川地方生活環境施設組合全体の余力を

構成自治体の人口割合により按分して算出した。 

計算結果より、石川地方生活環境施設組合の最終処分場は、残余年数を 10年残すこ

とを前提とした場合、組合全体で８千㎥程度、本町の災害廃棄物処理に対して 1 千㎥

程度の計算上の余力があることが把握される。 

 

◎公称能力を最大限活用することを前提とした場合の災害廃棄物等の処理可能量の定義 

Ω ʿ ᴦ  ˹  ▪  ˵  ḧ ˷10 ̞  
 
̞▪ Ϭ10 ▪βάρϬ ρΰο  

出典：「災害廃棄物対策指針（改定版）」資料編【技 14-4】（環境省 平成 30年 3 月） 

 

表 3- 12 最終処分場の処分可能量（参考） 

☼   Ỹ  

 ῢ 

ᶤ › 

(̋ )̞2 

▪ (R1

Ⱳ ˣ 

̞1 

ם (R1ʺ

▪ ϬḯϚ)̞1 

₈ῇ10 ḧ

χ  

ὓ▄ χ 

  

( / ) ( / ) ( ) ( ) 

  ˹ ˷10 ˹ ˕  

Φϣϣϼз˔

рЈрЌ˔ 

 100.0 25,242 1,754 17,540 7,702 

 16.2 ˵ ˵ ˵ 1,251 

※1 出典：「令和元年度一般廃棄物処理実態調査結果」（環境省 令和 3 年 4月 20 日） 

※2 人口割合は「令和２年住民基本台帳」（総務省）による 
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3.5 災害廃棄物の処理スケジュール 

災害廃棄物の処理を計画的に進め、早期の復旧・復興に繋がるよう、可能な限り早期

の処理完了を目指し、災害規模に応じた処理スケジュールを設定する。 

中規模災害時においては概ね１～２年以内、大規模災害時においても概ね３年以内で

の処理完了を目指す。 

 

表 3- 13 ᶍ ᶊᵩᵰᶪ ᶍ  

 

出典：「第 2回令和 2 年度災害廃棄物対策推進検討会 資料 1-1」（環境省 令和 3 年 1月 12 日） 
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3.6 災害廃棄物の処理フロー 

3.6.1 災害廃棄物の処理フローについて 

災害廃棄物処理フローは、災害廃棄物の発生量・処理可能量等を踏まえ、災害廃棄

物の種類毎に、分別、中間処理、最終処分、再資源化の方法とその量を一連の流れで

示したものであり、処理の流れを検討するための基礎資料とするものである。 処理フ

ローの作成に当たっての基本的な考え方は、次のとおりとする。 

また、被災地域から発生した災害廃棄物の基本的な処理フローを図 3-4 に、種類別

の処理フローを図 3-5 に示す。 

 

(1) 石川地方生活環境施設組合一般廃棄物処理施設に直接搬入するもの 

生活ごみと避難所ごみについては、原則、石川地方生活環境施設組合一般廃棄物処

理施設に直接搬入し、処理を行う。 

片付けごみについては、生活ごみ及び避難所ごみの処理を優先させるため、それら

の搬入状況を踏まえながら、仮置場での仮置き、もしくは民間処理施設での処理を検

討する。 

 

(2) 仮置場に搬入するもの 

災害廃棄物については、仮置場に搬入する。 

仮置場に搬入した災害廃棄物のうち、そこでの粗選別のみで処分が可能になるもの

は、それぞれの処分先に搬出する。粗選別のみで処分が困難なものは、民間の廃棄物

処理施設等での破砕・選別等の中間処理を検討する。 

 

(3) 民間・協定先の廃棄物処理施設における処理 

次のような場合、民間または協定先の廃棄物処理施設で処理することを検討する。 

・石川地方生活環境施設組合一般廃棄物処理施設における処理が困難となった場合 

・災害廃棄物の発生量が、石川地方生活環境施設組合一般廃棄物処理施設における

処理可能量を上回る場合 

・平時に産業廃棄物として処理されているものと同様の性状の災害廃棄物が発生し、

民間の廃棄物処理施設において処理することで再資源化が図れる場合 

 

(4) 広域処理 

石川地方生活環境施設組合及び民間の廃棄物処理施設で災害廃棄物全量を処理する

ことが困難であると判断した場合は、県等と調整の上、広域処理を検討する。 
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図 3- 4 災害廃棄物処理フロー 

 

 

出典：「東日本大震災に係る災害廃棄物の処理方針（マスタープラン）」（環境省 平成 23年 5月 16日） 

図 3- 5 災害廃棄物の種類別処理フロー（参考） 

 

 

 

・生活ごみ

・し尿

分別

廃棄物処理業者 再利用・再生利用

避難所

中間処理施設

石川地方

生活環境施設

きららクリーンセン

ター（最終処分場）

被災地域からの災害廃棄物

仮　置　場
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3.6.2 想定災害における災害廃棄物の処理フロー 

地震災害及び水害における災害廃棄物発生量の推計結果と処理可能量の算出結果を

もとに、想定災害における災害廃棄物の処理フローを以下に示す。 

 

(1) 地震災害 

地震災害においては、可燃物、不燃物いずれも推計された災害廃棄物発生量に対し、

施設の処理可能量が上回っており、広域処理等の検討は要しないものとなった。 

 

 
 

図 3- 6 処理フロー（地震災害） 

 

̙ ᴦ ˢ͎ ḧʾ  ꜛⱵ ― ˣ

858

1,614

̞  ꜛⱵ χ ῢᶤ›τϢϤә

【破砕選別後】 【搬出先】

資源化 資源化

0 t 552 t 

(0.0%) 20.3%

残渣埋立 最終処分場

71 t 208 t 

(13.7%) 7.7%

残渣焼却

84 t 

(10.3%)

災害廃棄物 資源化

2,719 t 552 t 
100% (67.7%)

残渣埋立

137 t 

(16.8%)

廃家電等

廃自動車等

適正処理困難物等

有害廃棄物等

腐敗性廃棄物

Ẁ☼

↓ʾ ☼

816 t 816 t 

【被災現場】 30.0% 30.0%

仮設, 民間, 広域

0 t 

可燃物 焼却施設

435 t 435 t 

16.0% 16.0%

仮設, 民間, 広域

0 t 

0.0%

̞ϸАЀ χ ψʺ☼ τ βϥ

ʹ▪ Ẁʾ ʺⱢᾛᴟχᶤ›Ϭꜘβʻ

̞▪ Ẁʾ ʺⱢᾛᴟχᶤ›χᶤ›ψʺ

ʹˮ 30 ԁ ṏ ם ₰Ὣᴮ˯

ʹˢḕẽ ʺ ͎ ͏Ὦ30 ˣϢϤ

43.0%

金属くず 民間施設

82 t ᴣ Ẁ
3.0%

ᶆ зЂϱϼи

τϢϥ™Ɫᾛᴟ

民間施設

1,169 t ™ Ɫ∙

ˢ▀ ☼ ˣ

その他

109 t 

4.0%

民間施設

0.0%

柱角材 民間施設

109 t לЎАФ
4.0%

コンクリートがら 公共工事, 民間施設

不燃物 破砕・選別施設

仮

置

場

仮

置

場
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(2) 水害 

水害においては、推計された災害廃棄物発生量のうち不燃物について、施設の処理

可能量を上回った。想定される規模の水害が発生した際には、県や他市町村、民間事

業者等への支援要請や広域・民間での処理を検討する必要がある結果となった。 

 

 

図 3- 7 処理フロー（水害） 

 

̙ ᴦ ˢ͎ ḧʾ  ꜛⱵ ― ˣ

858

1,614

̞  ꜛⱵ χ ῢᶤ›τϢϤә

【破砕選別後】 【搬出先】

資源化 資源化

0 t 1,640 t 

(0.0%) 47.7%

残渣埋立 最終処分場

55 t 462 t 

(13.7%) 13.4%

残渣焼却

250 t 

(10.3%)

災害廃棄物 資源化

3,438 t 1,640 t 
100% (67.7%)

残渣埋立

407 t 

(16.8%)

廃家電等

廃自動車等

適正処理困難物等

有害廃棄物等

腐敗性廃棄物

0 t 

0.0%

不燃物 破砕・選別施設

72 t לЎАФ
2.1%

可燃物 焼却施設

151 t 151 t 

4.4% 4.4%

2,423 t 1,614 t 

412 ™ Ɫ∙Ϙθψ

ʾ12.0%

ᶆ зЂϱϼи

τϢϥ™Ɫᾛᴟ

民間施設

ˢ▀ ☼ ˣ

土砂（洪水堆積含） 公共工事, 民間施設

その他

20 t 

0.6%

民間施設

̞ϸАЀ χ ψʺ☼ τ βϥ

ʹ▪ Ẁʾ ʺⱢᾛᴟχᶤ›Ϭꜘβʻ

̞▪ Ẁʾ ʺⱢᾛᴟχᶤ›χᶤ›ψʺ

ʹˮ 30 ԁ ṏ ם ₰Ὣᴮ˯

ʹˢḕẽ ʺ ͎ ͏Ὦ30 ˣϢϤ

9.9%

金属くず 民間施設

20 t ᴣ Ẁ
0.6%

コンクリートがら 公共工事, 民間施設

仮設, 民間, 広域

809 t 

23.5%

柱角材 民間施設

340 t ™ Ɫ∙

【被災現場】 70.5% 46.9%

仮設, 民間, 広域

Ẁ☼

↓ʾ ☼

仮

置

場
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3.7 収集運搬 

災害発生後は、速やかに収集運搬体制を確保し、災害廃棄物により生活環境に支障が

生じないように災害廃棄物を撤去する必要がある。 

災害廃棄物の収集運搬は、平常時の生活ごみを収集運搬する人員及び車両等の体制で

は困難であるため、人員、車両の増加や、重機を用いる等の対応が必要となる。 

収集期間や収集する廃棄物の種類、収集場所等について住民に広報した上で収集を開

始し、道路の被災状況や交通渋滞を考慮した効率的なルートを選定する。収集運搬車両

等が不足する場合は、必要に応じて近隣市町村や県、関係団体等へ支援の要請を行う。 

被災者自身が軽トラック等を用いて仮置場に災害廃棄物の搬入する場合もあり、特徴

は表3-14のとおりである。町は、収集運搬能力や交通事情等を踏まえ、災害廃棄物を仮

置場に搬入する方法を決定する。 

町が収集運搬する場合は、通常委託している一般廃棄物処理業者や産業廃棄物処理業

者等への委託を検討する。 

 

表 3- 14 ᶍ◖ ᶊᶧᶪ┴ᵣᶍ  

 τϢϥ ʾᴠ ϒχ τϢϥᴠיּ←  ϒχ  

 
 

ᴴ ᵫᴲ ᶱ ᶍ ᶊ

ᵶᶅ ᵸᶪ  G

ᴴ ᵫ ◖ ᵳᶇᶊ ᶱ ᶠᶅ

ᵶᴲּי ᶊ ᵸᶪ G

ᴴ ᵫᴲ ᶨ ᵶᵾ ᶱ ᵶᶅּי

ᶗ ᵶᴲ ᵶᶉᵫᶨ  ᶬᵶᶱᵸᶪᴳזּ

 
 

ᴴ ᶍ ᶱ ᵴᵮᶆᵬᶪ G

ᴴּי ᶍ ᶱ ᶆᵬᶪ G

ᴴ ᶆ ᶆᵬᶪ G

ᴴ ᶊ ᵪᶨ ᶱ ᶆᵬ

ᶪ  G

 

≥ 
 

ᴴ ◖ ╢ᴴ ╢ ᶱ ᵮ ᵸᶪᴳ 

ᴴ ◖ ᶱ ᶅᶪ ᵫᵡᶪ G

ᴴ ᶆ ᶉ ᶱᵸᶪᵾᶠᶊᴲ ◖

╢ᴴ ╢ᶗ ᶍ ◖ ᶊ ᵸ

ᶪ ╔ᵫ ᶊᶉᶪ  G

ᴴ ◖ ᵫ ᵸᶪᶇᴲ ᶊ

ᵫ╙ᶫᶅ ᶊ ᶱᵬᵾᵸ ᶇᶉᶪ  G

ᴴ ᶊᶧᶩᴲ ᶱ ᵮ ᶫᵫᵡᶪᴳ 

ᴴ ᶍ ᶍᵾᶠᴲּי ᶍ ᶱ

ᵮᵸᶪ ᵫᵡᶪ  G

ᴴ ᶍ ᵫ ᵬᵮᶉᶪ G

ᴴּי ╢ᵫ ᵸᶪᶇᴲ ᶍ ᵫ

ᵶᵮᶉᶪᴳᵲᶫᶊᶧᶩᴲ ᶍ ᵫ

ᵸᶪ ᶫᵫᵡ  ᶅ

出典：「市町村向け災害廃棄物処理行政事務の手引き」（環境省東北地方環境事務所 平成 30年 3 月） 
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3.8 仮置場 

3.8.1 仮置場の概要 

仮置場は、生活環境に生じないよう発生した災害廃棄物を速やかに撤去し、一時的

に集積する場所として設置する。仮置場では、災害廃棄物の分別、保管、処理等を行

い、受け入れ先の施設へ搬出する。 

仮置場での分別や作業スペースが不十分な場合は、二次仮置場を設置し、選別・保

管を行う場合がある。二次仮置場を設置した場合の廃棄物処理の流れを図 3-8 に示す。 

また、仮置場の区分及び特徴は表 3-15 のとおりである。 

 

 
出典：「災害廃棄物対策指針（改定版）」資料編【技 18-1】（平成 30年 3 月 環境省） 

図 3- 8 災害廃棄物の流れ（仮置場の位置づけ） 

 

表 3- 15 仮置場の区分及び特徴 

Ỹ    

╗ יּ  

¹ ᶣ ᶍ ᵰᴲ ᶍשׁקּ ֩ ᶊꞌᵷᶅ ֪ ᶊᶧᶩ

ᵶᵾ ᶱ ᵪᶨ ᵸᶪᵾᶠᶊ╗ ᶊ ᵸᶪ  G

¹ ᶊ ᵫ ᵶᶅ ᴴ◖☺ᵶᴲ ᶊ ֩ ֪ᵸᶪᴳ 

יּ  

¹ ᴴ טּ ᶊ ᵸᶪᶝᶆᶍ ᵫ╗ יּ ᶊᵩᵣᶅ

ᵶᶉᵣ ᶊᴲᵴᶨᶊ ᴲ ᴲ ᶍ ᶱ ᵥᶇᶇᶡᶊᴲ

ᶱ╗ ᶊ ᴲ ᵸᶪᵾᶠᶊ ᵸᶪ  G

出典：災害廃棄物対策指針の技術資料【技 18-1】仮置場の分類（環境省 平成 31年 4 月）を基に作成 
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3.8.2 仮置場の設置・運営 

災害発生後は、災害廃棄物発生量の推計に基づき、仮置場の必要面積を算定し、速

やかに仮置場を設置する。仮置場の設置に当たっては下記に留意する。 

 

災 害 発 生 

 

災害廃棄物発生量の推計（概算） 

ʾ←ᵲ ṏ χ ὓ 

ʾ ṏ ᴦ χ ὓ 

 

仮置場の選定（優先順位づけ） 

ʾᴠ χ▄  

ʾᴠ Ῑ χ  

 

仮置場の確保 

ʾᴠ Ῑ ρχיּ ʺὨ  

ʾ ϒχ  

ʾᴠ йϱϯϳЕχ⌠  

ʾᴠ τ σⱢṐ∙χᶎ  

ʾᴠ Ḛ χיּ ẉόᴠ τΣΪϥְ֫Ḛ χᶎ  

 

処理の容易な廃棄物の災害現場、 

管理集積所からの収集 

ʾ ֫ χᶎ  

ʾ ֫ χם☼ 

 

仮置場の運営・搬出 

処理後の閉鎖（現状復旧） 

出典：「一次仮置場設置運営の手引き」（環境省中国四国地方環境事務所 令和 2 年 3月）を基に作成 

図 3- 9 仮置場設置・運営のフロー 
 

【仮置場設置時の留意点】 

ᴴּי ᶱ ᵸᶪ ᶊ ꜠ ᶍ ᶱ №ᵸᶪᶧᵥᶊ ᶠᶪᴳ 

ᴴּי ᶍ ᴴ ᶎᴲ ᵫ ᶆᵬᶪᶧᵥᶊ ᵸᶪᴳ 

ᴴּי ᶍ ᶣ ᶱ ᵰᶪᵾᶠᶊ╗ ᶍ ᶇᵶᴲ ᵳᶇᶍ ᶇ

ᶱ ᵸᶪ  G

ᴴ ᶱ ᵰᶪᵾᶠᴲּי ᶝᶆᶍ ᶉ ᶊ∏ ᶱ ᵸᶪᴳ 

ᴴּי ᶝᶆᶍ ᶍ ᶱ ᵯᵾᶠᴲּי ᶍ ᴴ ḳᴻḐᶱ ᶇ ᵸᶪᴳ 

ᴴּי ᶆᶎאל ᶍ ᶫᵫᵡᶩᴲ ᶣ ᵫ ᵴᶫᶪᵲᶇᶡᵡᶪᵲᶇᵪᶨᴲּי ᶍ

ᶱ ᶊ ᵸᶪ  G

ᴴ ᶊᶧᶪ ᵪᶨ꜠ ᶍ ᵫ ᵴᶫᶪ ᴲ ᷿ᴻḐᶍ ᶊᶧᶩ꜠ ᶊ

ᶧᶪ ╓ᶣ זּ ᶍ꜠ ᶍ ᶊ ᶠᶪᴳᶝᵾᴲ ᶊꞌᵷᶅ ᶣ ᶱ

ᵸᶪ ᶊᶧᶩᴲ ᶗᶍ ᵫ ᶇᶉᶪ G

出典：「市町村向け災害廃棄物処理行政事務の手引き」（環境省東北地方環境事務所 平成 30年 3 月）を基に作成 
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̞ ψ πΚϤʺ←ᵲχ Ϟṛ ʺᴠ χ τϢμο ᴟβϥʻ 

̞←ᵲ ṏ χ Ỹ ψʺ Ⱳχέϙχ Ỹ Ϭ╥―τʺ Ộּי χḩἰּיρẸṳΰοὨϛϥχΥ

ϘΰΜʻ 

̞ ῢψ͎ᴷ Υ ϘΰΜΥʺ͍ᴷ χ ›ψʺּכ Υῖ₯βϥάρτϢϥ Ϭ ♁βϥθϛʺᴠ χ

ψⱲὓᵕϤτβϥʻ 
 

出典：「市町村向け災害廃棄物処理行政事務の手引き」（環境省東北地方環境事務所 平成 30年 3 月）一部加筆 

図 3- 10 一次仮置場のレイアウト例 

 

 

【仮置場の開設にあたって必要なもの】 

ᶇᶉᶪ ᶍ  ᴴ ᶍּזᶊ ᵮ᷿ᴻḐ 

ᴴ ᶊ ᵣᶪ  ֩ ֹḝᶾᴻ᷄ ᶍḘḋ᷄ḣᶻ֪ 

ᴴּי ᶍ ᶱ∫ᶟḝᶼḻḁᴲ ᶍᵾᶠᶍḕḋḐ 

ᴴ ᶱ ᵸ ᶅ  ᶉᶈ 

יּ ᶍ ᴴ ᶍ ╢ ᴴּי ᶍ  

ᴴ ∏  

ᴴ֩ ᶊᵩᵰᶪ֪ ᶬᵶᴴ ᶍ  r

ᴴ ᶍ ֩ ᴴ ֪ ᶉᶈ 

出典:「災害廃棄物対策の基礎～過去の教訓に学ぶ～」（環境省 平成 28年 3 月）を基に作成 

 

  

動線は時計回り 

可能であれば２箇所 
全面道路：６ｍ以上(交通量：少) 



‐37‐ 

 

 

3.8.3 仮置場必要面積の算定 

(1) 算定方法 

仮置場の必要面積は、災害廃棄物発生量の推計結果に基づき算定をする。 

災害廃棄物対策指針に示される方法のうち、「処理期間を通じて一定の割合で災害

廃棄物の処理が続くことを前提とした算定方法」により算定する。 

 

表 3- 16 仮置場必要面積の算定方法 

面積 仮置場必要面積＝集積量÷見かけ比重÷積上げ高さ×（１＋作業スペース割合） 

  

יּ  ᶗᶍ  

Ὧ ü ֹ ᶇ  

üּי ᶗᶍ ֹ ᶇ  

ü ᵪᵰ ֹ ᶍ ᶱ  

ü ᶞ ᵱ ᵴֹ ᵫזּ∙ ᶝᵶᵣ֩ ᶆᶎ ᶱ ֪ 

ü ḁḢᴻḁ 0ֹ.8 1֩ ᶆᶎ1 ᶱ  ֪

※「災害廃棄物対策指針（改定版）」資料編【技 18-2】（環境省 平成 30年 3 月）を基に作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3- 11 仮置量の推移イメージ 
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表 3- 17 組成別の見かけ比重 

  
ᾋΤΪ  

(t/ ) 
 

ᵮᵹ 0.55   

סּ  0.4   

 1.1   

᷈ḻ᷄ḲᴻḐᵫ  ʝ 1.48   

ᵮᵹ 1.13   

 1.46   

ᵼᶍ  1.0  -  

出典１:「災害廃棄物対策指針（改定版）」資料編【技 18-2】（環境省 平成 30 年 3月） 

出典２:「産業廃棄物の種類ごとの集計単位と重量換算係数」（公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター） 

出典３:「津波堆積物処理指針（案）」（一般社団法人廃棄物資源循環学会 平成 23年 7月 5 日） 

 

(2) 算定結果 

災害別の仮置場必要面積の算定結果を表 3-18 に示す。 
 

表 3- 18 仮置場必要面積 

ᴠ ˢ ˣ 

   ᵲ Ω  

1,107  1,310  1,310  

 

3.8.4 仮置場候補地の選定 

(1) 候補地の選定フロー 

算定された必要面積に応じて仮置場候補地を選定する。 

仮置場候補地の選定フローを図 3-12 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典:「災害廃棄物対策指針（改定版）」（環境省 平成 30 年 3月） 

図 3- 12 仮置場の選定フロー 
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表 3- 19 仮置場候補地の選定にあたってのチェック項目 

‮  

 Ὧ 

ˢ̕ ϘΰΜˣ 

ˢ̔ ΪθϕΞΥϢΜˣ 

  

 

ú  

ᶊᶎ ᶉּי ᶍ ᵫ ᶆᵡᶪᵾᶠ  Gú ╓ ᶇᶍ ᵫ  

ú ᶍ ᵫ ᶉᵣ 

 

╗ יּ  ú 3000 Ԝ∙  ᶉ ᶍᵾᶠ  G

יּ  ú 10ha ∙ יּ  ᶱ ᵸᶪ ᵫᵡᶪᵾᶠ  G

ᶍ  ù ᴲ ᴲ  ᶍ ᵫ ᵬᵮᶉᶪᵾᶠ  G

ᶆᶍ  ù 
ꞌ יּ ᴲ ᴲḠḲ᷈

ḟḇᴻ ᶊ  

ᶇᵶᶅ ᵴᶫᶅᵣᶪ ᶎᴲּי ᶇᵶ

ᶅ ᶆᵬᶉᵣᵾᶠ  G

ᶹḻḝḱ֩ ֪ 
ú 

ᴲ╦ ᵫ ֩סּ

ᶆּס  ֪

אל ᵫ ᵶᵾ ᶍ ꞌᶍᵾᶠ  G

ᵷᶲ ᴲּפ ᶊᵩᵰᶪ ᶍᵾᶠ G

ú ᵫ ֩סּ ᶡּס ֪ יּ ᶍ ᶍᵾᶠ  G

ᶊᶧᶪ

ᶍ  
ù 

Ⱨ ᴲ טּ ᴲ

꜠  
ᴲ ᶊ ᶱ ᵸᶪᵾᶠ G

ᶍ ᶍ

 

ú ᶞ 
꜠ ᴲᶋᵪᶪᶞ ᶍ ᶍᵾᶠ  G

ù ᶎᵰᵫℓ  r

ú ᵫ ᵣ ּזᵫ ᵶᶣᵸᵣᵾᶠ  G

ù ∆ ᵫᵡ  ᶅ
ᶍ ᶊᶧᶩ∆ ᶱ ᵸ  ᶅ

סּ ᵫᵡᶪᵾᶠ  G

ù ֿפ  

▓ᶣ ᶍ☼ ᶱ ᵰᶪᵾᶠ  G

ᶊ ᶫᵾ ᵫֿפ ᶗ ᵸᶪᵲᶇ  ɵ

ᵯᵾ  f

ᴴ  

ú ᶉ ᴲ ᶍ ᶉᵣ  
ᶍ ᶱ ᵯᵾᶠ  G

ᶍ ᶩ ᵶᴲḴᶹᶷᶻḐᶍ ᵫ ᵶᵣᵾᶠᴳ 

ú 
֩ ᴲ ֪ᵫ ᶉ

ᵣ 
ᶉּי ᶍ ᶍᵾᶠ  G

ᶍ  ù  ḴᶹᶷᶻḐᵫ ᵶᵮᶉᶪᵾᶠᴳ 

 

֩  ֪

ú ᵫ ᶉᵣ 

ᶍ ᴴ ᶎ ᶱ╥ᵬ ᵲ  н

ᵲᶇᵫ ᵮᴲ ᶊᶧᶪ☼ ᵫᵼᶍ ᶍ ᶊ 

ᶏᶉᵣᶧᵥᶊᵸᶪᵾᶠ  G

ú ╢ 6.0 ∙  ᶍ ᶍᵾᶠ  G

ᴴ ḳᴻḐ ú ᶍ ᵫ ᶍ סּ ᴴ ᶍᵾᶠ  G

ḳᴻḐ ú 

ICᴲ ᴲ

♯ᴲ ֩ ֪ᶊ

ᵣ 

╓ ᶱ ᵥ ᶊ ᶊ ᶱ  

ᵸᶪᵾᶠ  G

  

ù  

ᵷᶲᴲ ᴲוּ ᶊᶧᶪ ᶗᶍ☼  ɵ

ᵸᶪᵾᶠ  G

ù ╪ᴲ ᴲ ᶊ  

ù 
ᶣ ᴲ ᶍ

ᶍ ᵱᶊᶉᶪ  

ù ᶊ אל  ᶍ ᶗᶍ☼ ᶱ ᵯᵾᶠ  G

ᶍ  ù ᶍ ᶽḲ  ʊ ᶍ ᶱ ᵯᵾᶠ  G

ᵼᶍ  -  
ᶍ ∞ᶱ ᵸ

ᶪ  G
ᶊ ᵴᶫᶪ◖ ḳᴻḐᶱ ᵸᶪᵾᶠ G

※「災害廃棄物対策指針（改定版）」資料編【技 18-3】（環境省 平成 30年 3 月）を基に作成 
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(2) 仮置場候補地 

本町における仮置場候補地を表 3-20 に示す。 

災害発生後は、図 3-9 の示すフローに基づき、災害廃棄物発生量の推計から仮置場

必要面積の算定し、被災が甚大な地域の場所や収集運搬ルートとなる道路の被災状況

等を踏まえ、表 3-20 に示す仮置場候補地から、仮置場の設置場所を決定する。 

 

表 3- 20 仮置場候補地 

 ∕  ( Ḛ)יּ (  ― (יּ

ẛ זּ῝  Ⱬ Ⱬ 117-1 4,500 ( ᴿ)  

ᴟЈрЌ˔ Ⱬ Ⱬᾥ῎ẋ51 4,000 (ὺ ᴿ)  

     

 

 

※（参考）仮置場候補地の選定のポイント 

̙ᴠ Ῑ χ τ θμοχЪϱрЕ 

ᵊ  ɛ

ᶍזּ∙ ᶱ ᶊᴲ 3 - 19 ᶊ ᵸ ᶱ ᵶᶅּי ᶍ ᶱ ᵸᶪ  G

 

ӡ Ⱨᴲ᷅ḱᶻḻḑᴲ ᴲ ᴲ ᶍ ֩ ᴲ ᴲ ֪ 

Ӣ ᶆᴲ ᶍ ᵫ ᶝᶫᶅᵩᶨᵹᴲ ᶊᶮᵾᶂᶅּי ᶇᵶᶅ ᵫּס

ᶉ ֩ ᶩ ᵱ ֪

ӣ ᶍḲḁ᷄ᶣ ᴲ ╓ᶍ ᶗᶍ☼ ᵫ ᵴᵣ ╓ 

ă ᶎ ᶊ ♥ ᶍ ☺ ᶣ ᴴꞌ יּ ᶇᵶᶅᶍ ᵫ ᵴᶫᶅᵣᶪ

ᶡᵡᶪᵫᴲ ᶊᶧᶂᶅּי ᶇᵶᶅ ᶆᵬᶪּס ᶡᵡᶪᵾᶠᴲᵲᶫᶨᶡ ᶠᶅ ᵶᶅ

ᵩᵮ 

※「災害廃棄物対策指針（改定版）」資料編【技 18-3】（平成 30年 3 月 環境省）を基に作成 
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3.9 環境対策、モニタリング、火災対策 

3.9.1 環境対策・環境モニタリング 

災害廃棄物処理現場（建物の解体現場や仮置場等）における労働災害の防止や、そ

の周辺における地域住民への生活環境への影響を防止するため、環境モニタリングを

実施する。 

また、災害廃棄物への対応における環境影響と環境保全対策は表 3-21のとおりであ

る。 

 

表 3- 21 災害廃棄物への対応における環境影響と環境保全対策 

ֲố‮  ḕẽֲố ├  

 ᴴ ᴴ ᴲּי ᶊᵩᵰᶪ

ᵷᶲᶍ  

ᴴ ֩ ֪ᶍ

ᴴ ᶊᶧᶪ  

ᴴ ᶊᶧᶪ ᷁

ḁᴲּס ᷁ḁᶍ  

ᴴ ᶉ ᶍ  

ᴴ ᴲ ᴲ ᶗᶍׁש ᶍ  

ᴴ ∫ᶗᶍ ḕḋḐᶍ  

ᴴḝḴ᷈ḻḘḋ᷅ᶗᶍ  

ᴴ ᶍ ᶊᶧᶪ ᵷᶲᶍ  

ᴴ◖ ᶍ ᶍḇᶹḬ  

ᴴ ᶣ ᶊᶧᶪ ᶍ  

ᴴ ᴲ ᶆᶍ ᶍ  

ᴴּי ᶍ ᶞ ᵱ ᵴ ᴲ ᶊᶧᶪּס

᷁ḁ ᶣאל ᶍ  

ᴴוּ  ᴴ ᴴ ᶊ ᵥ

ᴴוּ  

ᴴּי ᶗᶍ ᴲ ᶍ

ᶊᶧᶪ ᴴוּ  

ᴴ ᴴוּ ᶍ ᴲ ᶍ  

ᴴ ᶍ ∫ ᶊ ᴻḐᶱ᷿וּ  

 ᴴ ᵪᶨ ᶗᶍ

ᶍ  

ᴴ ᶊ ᷿ᴻḐᶱ  

ᴴ ᶍ ᶍ  

 ᴴ ᵪᶨᶍℓ  ᴴ ᶍ ᶉ  

ᴴ ᴲ ᴲ ᶍ ᴲ᷿ᴻḐᶊᶧᶪ  

 ᴴ ᶊ ᶝᶫᶪ꜠

ᶍ ▓ ᶊᶧᶪ ╓ᶗᶍ

 

ᴴ ᶊ ᷿ᴻḐᶱ  

ᴴ ᶆ ᵸᶪ ᴲ▓ ᶍ  

ᴴ ᵾᶝᶩᶱ ᶠᶅ  

出典:「災害廃棄物対策指針（改定版）」資料編【技 18-5】（環境省 平成 30年 3 月） 

 

 

3.9.2 仮置場における火災対策 

仮置場では、可燃性廃棄物が多く集積されるため発火による火災対策を実施するこ

とが重要である。災害廃棄物の保管等にあたっては表 3-22に示す対策を実施するとと

もに、可燃物はできる限り早く仮置場から搬出できるようにする。 

万が一、火災が発生した場合には、消防と連携し迅速な消火活動を行う。また、危

険物に対しては、専門家の意見を基に適切な対応を取るものとする。 
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表 3- 22 仮置場の火災防止対策 

ᴠ χᴲ← ├ 

ᵊּס  ɛ

ᴴ ֹ ᴲ ᶀ ᴲ╛ᶮᶨᴲ  

ᵼHᶍ סּ ֹ ᵮᵹᴲ᷿ḭḴḋḈᴻḈḁḐᴲ ḇᶹḬᴲ ḟḱḁḉḋ᷄ ᴲ ᵳᶞᴲᶉᶨᶒᶊᵼᶫ

ᶨᶍ  

ᵊ  ɛ

ᴴ ֹ ᵴ ╗ᴲזּ∙ ᵾᶩ 100 Ԝ∙ּז 

ᵼHᶍ סּ ֹ ᵴ ╗ᴲזּ∙ ᵾᶩ 200 Ԝ∙ּז 

ᴴ ᶍ ֹ ∙ 

 

ᵊ  ɛ

ᴴ ᶞ ᵱᶨᶫᵾ ᶍ ᶆ ᵸᶪ ᶍ ∫ᶱ ∞ᶆ ᵸᶪᵲᶇ֩ ᵷ ᶊ ᶨᶉᵣ֪ᴳ 

ᴴ ᶊ ᶎּי ᶍ ᶍ ᶩ ᵶᶱ ᵣᴲ ᶞ ᵱᵾᶝᶝᶍ ᶆ ᵶᶉᵣᶧᵥᶊᵸᶪ

ᵲᶇ  G

 

ᵊ  ɛ

ᴴ᷁ḁḤḻḡᴲḱᶹḇᴻᴲ ᴲḘᶹ᷄ ᶍ ᶱ ᶟ ᶣᴲ טּ ᴲḘḋḎḲᴻᴲ ᶍאל ᶱ

ᶨᵸ ᶍ ᶱ ᵰᶪᴳᶝᵾᴲᵲᶫᶨᶱ ᶟּס ᶍᵡᶪּק ᴴ ᶍ ᶇּס

ᶱ ᵴᵺᶉᵣ  G

 

ᵊ ▓ᴴ ᵋ 

ᴴ ▓ᵫ ᶩ ᵴᶫᶪᵲᶇᶊᶧᶂᶅᴲ ᶍּד ᵫ ᵸᶪᵲᶇᵫ ᵴᶫᶪᵾᶠᴲ ▓ᵫ ᵣ

ᶊᶎ ᶊ ≥ᵫ  G

ᴴ ᶞ ᵱᶨᶫᵾ ᶍ דּ ᶎᴲ ᶧᶩᶡדּ ᵪ ᶫᶆ ᵸᶪᵲᶇᵪᶨᴲ ᶱ ᵭᶅ

ᶡ ᶉᵮᶇᶡ10 זּ ᶝᶆᶎ ≥ᵫ ᶆᵡᶪ  G

 

ᵊ אל  ɛ

ᴴ אל ᴲ אל ᶉᶨᶒᶊ ḥḻḟᶱ ᵶᴲ ♥ ᶍ ᶱ ᵧᴲאל ᵫ ᵶᵾᶇᵬᶍᵾᶠᶊᴲ

יּ ᶍ ᶨ ᶆᵬᶪᶧᵥᶊאל ᵧᶅᵩᵮᵲᶇG 

 

ᵊאל ᶍḪḓḇḲḻ᷅ᵋ 

ᴴ ᶆᶡ ᶊ ᶎּי ᶍ ᶱ ᵸᶪᵲᶇᴳ 

ᴴ ᵪᶨ ḩᴻḐḳ ᶍ ᵴᶍּד ᵫ 75 ᶱ ᵶᶅᵣᵾᶨ   

ᴴ ᵪᶨ ḩᴻḐḳ ᶍ ᵴᶍ╗ּט ᵫ 50p pmv ᶱ ᵶᶅᵣᵾᶨ  

ᴴ ᵪᶨ ᶅᵮᶪ ᵫ ᶍ ᵫᵡᶪ ᶎ  

ḪHḓḇḲḻ᷅ᶎ ᴲ ᶱ ᶊ ᵸᶪᵲᶇᴳ 
 

出典:「仮置場の可燃性廃棄物の火災予防（第二報）」（国立環境研究所 平成 23年 9 月 19 日）及び、 

「仮置場の可燃性廃棄物の火災予防（第二報補遺）」（国立環境研究所 平成 23 年 12月 22日）を基に作成 

 

 

 

 

 

 

 

図 3- 13 仮置場の火災予防  

火災活動や炎症防止のため 

離隔距離を２ｍ以上確保 

発火や温度上昇を 

防止するため 

※腐食性廃棄物の場合 

５
ｍ

以
下

 

2
ｍ

以
下

 

腐敗性廃棄物 

可燃性廃棄物 
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3.10 分別・処理・再資源化 

災害時においても、災害廃棄物等の再生利用を進めることは、最終処分量を削減し、

処理期間の短縮などに有効であるため、可能な限り分別を行う。 

また、災害廃棄物のうち、腐敗性のものについては、専門機関等に相談のうえで、殺

虫剤や消石灰、消臭剤等の散布を行い、生ごみなどは、原則として、仮置場へ持ち込ま

せないようにする。 

主な災害廃棄物の処理方法は表 3-23 のとおりである。 

 

表 3- 23 主な災害廃棄物の処理方法等 
 

 ʾ™Ɫᾛᴟχ  ™  

 ᴴḝᶾᴻ᷄ ᵬḘḋ᷄ḣᶻᶣ ᶊᶧᶩᴲ ᶍ

ᵪᶨ ᵬᶉ᷊ᶹḂᶍ ᴲ ᴲ᷈ḻ᷄ḲᴻḐᵫᶨᴲ

ᶱ ᵬ ᶪᴳᵊ ᵋ 

ᴴ ᶊּס ᴲ ᴲ ᵮᵹ ᶊ

ᵰᶪᵾᶠᶊ ᴲ ᴲḐḵḻḩḳᶣḁ᷆ḳḐḻḘ᷆

ḋḐᶉᶈᶍ ᶱּי ᶊ ᵶᴲ ᵳᶇᶊ ᵸᶪᴳ

ᵊ  ɛ

ᴴ ᶊ ᵶᵾᶡᶍᶎᴲ ᶆᶍ ᴲḲ᷊ᶹטּ

᷄ḳ ᶆᶍ ᶱטּ ᶪ  G

ᴴ ᵪᶨ ᵴᶫᵾ ᶊᶃᵣᶅᶎᴲ

ᶆᶍ ᶱ ᵥ  G

ᴴ ḉḋḟ֩ ᴲ

 ֪

ᴴ ᶍḃḩḻḐ

ᶗᶍ

 טּ

ᴴ ᴲ  

ᴴ ḁ᷄ḱḋḟ 

ᴴ  

 ᴴ ᶱ ᶂᵾ ᴲ ᶱ ᵥᴳ  

ᵮᵹ  ᴴ ᵮᵹᴲ╛ᶮᶨᶊ ᵫ ᵶᶅᵣᶪ ᴲḐḵḻḩḳᶣ

ḁ᷆ḳḐḻḘ᷆ḋḐᶊᶧᶩ ᶱ ᵸᶪᵲᶇᶆᴲḲ᷊ᶹ

᷄ḳ ᶆᶍ ᶱטּ ᶪ  G

ᴴḲ᷊ᶹ᷄ḳᶆᵬᶉᵣ ᵮᵹᴲ╛ᶮᶨᶊᶃᵣᶅᶎᴲ

ᶆᶍ ᶱטּ ᵥ  G

ᴴ ḉḋḟ֩ ᴲ

 ֪

᷈ḻ᷄ḲᴻḐᵫᶨ  ᴴ ᶱ ᵣᴲ ᶆᵬᶪᶧᵥᶊטּ ᶊꞌᵷᶅּי

ᶆ ᶱ ᵥ  G

ᴴḲ᷊ᶹ᷄ḳ ᶊᵩᵣᶅᴲ ᴴ ᵶᵾ ᴲ

ᶇᵶᶅ ᶱ ᶪ  G

ᴴ ᴲ  

ᴴ  

ᵮᵹ ᴴ ᴲ ֩ ᴲ ᴲ ᶔᶪᵣ ֪ᶊ

ᵩᵣᶅᴲ ᴲ ᶊ ᵶᴲ ḁ᷄ḱḋḟᶇᵶᶅ

ᶱטּ ᶪ  G

ᴴ ḁ᷄ḱḋḟ 

קּ

 

Ḳ᷊ᶹ᷄ḳ

סּ ᶉᶡᶍ 

ᴴּק Ḳ᷊ᶹ᷄ḳ ᶍ ֩ḎḴḛᴲᶽᶷ᷈ḻᴲ ᴴ

ᴲ ᴲ ֪ᶊᶃᵣᶅᶎᴲּי ᶆ ᶍ

ᶇ ᵰᶅ ᵶᴲ ╥ ᶊ ᵶᶅḲ᷊ᶹ᷄ḳᶱ

ᶪ  G

ᴴ ᶣᵪᶊ ᶆᵬᶪᶧᵥᶊᵡᶨᵪᵷᶠּק Ḳ᷊ᶹ᷄ḳ

֩ ֪ᶱ ≥ᵸᶪᵲᶇᶡ ᴳ 

ᴴ  

ᴴ ḁ᷄ḱḋḟ 

Ḳ᷊ᶹ᷄ḳ

סּ ᶉᶡ

ᶍ 

ᴴ ᵫ ᵬᵮ ᵶᵾּק Ḳ᷊ᶹ᷄ḳ ᶍ ᴲᵼᶍ

ᶍּק ᶊᶃᵣᶅᶎᴲ ᶍ ֩ ᵧᶏᴲ

֪ᶇ╗ ᶆ ᵶᴲ ᵪᶨ ᵮᵹᶉᶈᶱ ᶩ

ᵶᴲ ᶱטּ ᶪ G

ᴴ ḁ᷄ḱḋḟ 
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 ʾ™Ɫᾛᴟχ  ™  

 ᴴ ᶍ ᶊᶎᴲ ᶇᵶᶅ ᶍ≥ ᵫ

ᶆᵡᶪ  G

ᴴ Ḳ᷊ᶹ᷄ḳ ᶊ ᶩᴲ ᶱ ᴴ┌ ᵶᴲ

ᶡᵶᵮᶎ╥ ֩ ᴲ ֪ᶗ

╥ᵬ ᵸᶝᶆᶍ ᴲּי ᶆ ᵸᶪ G

ᴴ  

ᴴ ḁ᷄ḱḋḟ 

 

סּ ᶉ

 

ᴴ Ⱨᶉᶈᶆ ᵸᶪᶚᵪᴲ לּ ᶇᵶᶅ ᶊ╥ᵬ

ᵸ  G

ᴴ ᴲḇᶹḬḉḋḟᶇᵶᶅ  ᵸᶪᴳטּ

ᴴ  

ᴴ ḁ᷄ḱḋḟ 

ᶉסּ

 

ᴴ ᴲ ᴴ ᵸᶪᴳ  

出典:災害廃棄物対策指針(改定版)(環境省 平成 30 年 3月)を編集 
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3.11 有害廃棄物・適正処理が困難な廃棄物等の処理 

有害性や爆発や火災等の危険性等により取扱いが困難な廃棄物（以下、「処理困難物」）

の処理においては、産業廃棄物に該当するものは、災害時にあっても事業者の責任にお

いて処理することを原則とするが、災害廃棄物に紛れ込んだ責任所在の不明な処理困難

物は、一般廃棄物としての対応が必要になる。 

災害により発生が想定される処理困難物の処理方法等は、表 3-24 のとおりである。 

 

表 3- 24 処理困難物の処理方法等 
 

 

Ỹ  ‮    

 

ᴲ ᴲᵼᶍ  

קּ֩ ᶆᶎᶉᵣᶡᶍ ֪

ᴴ ᴲḩᴻ᷀ᴻᶊ ᶱ∟ ᵸᶪᴳ 

ᴴ ᶊ ᶒ

ᶱ∟ ᵸᶪ  G

ᴲ  

ᴲḢḻ  ᷂  

 

ḓḋ᷆ḳᴴ᷀ḑḧᶻ

Ḩ ֩ḓ᷀ḑ ֪ᴲ

ḓḋ᷆ḳ ᴲḲḉ

ᶻḨᶹᶿḻ  

ᴴḲ᷊ᶹ᷄ḳ ᶊ ᶱ∟ ᵸᶪᴳ 

ᴴ ᶊ ᶒ

ᶱ∟ ᵸᶪ  G

ᴲ  

Ḳ᷊ᶹ᷄ḳ֩

ᶍ ᶱ

ᶟ  ֪

Ḥḇḻ  

᷀ᴻḘḋḎḲ  ᴻ ᴴḲ᷊ᶹ᷄ḳᶱ ᵶᶅᵣᶪ᷀ᴻ

ᴴ᷁ḅḲḻḁḇḻḑᶗ∟ ᵸᶪᴳ 

ᴴ ᶊ ᶒ

ᶱ∟ ᵸᶪ  G

 ᴴ ᶱ ᶂᶅᵣᶪ ᶗ∟ ᵸ

ᶪ  G

ᴴ ᶊ ᶒ

ᶱ∟ ᵸᶪ  G

ᴲ  

Ḳ᷊ᶹ᷄ḳ֩᷀

ḴḋḐᴲ ᶍ

ᶱ ᶟ  ֪

ᶷḁḡḁḐ ᴴ ᶎ ᶊ ᶱ ᵣᴲ

ᴴ ᵫ ᵴ

ᶫᵾ ᶎᴲ ᶗ ᵶᶉ

ᵣᶧᵥᴲ ᶊ ᶱ ᵣᴲ ᴴ

טּ ᶊᶧᶪ ᶱ ᵥᶚᵪᴲ

ᶱ ᵥ  G

ᴲ ᴲטּ

 

 ᴴ ᶎׁש ᶍᵡᶪ ᶊ

ᵸᶪᵪᴲ ᶍᵡᶪ ᶊ

ᵶᶅ ᵸᶪ  G

 

 

ᴲ᷁ḅḲḻᴲᶽḻḀḻᶿᶹḳ ᴴ ᴲ᷁ḅḲḻḁḇḻḑᶊ ᶱ∟

ᵸᶪ  G

ᴴ ᶊ ᶒ

ᶱ∟ ᵸᶪ  G

ᴲḲ᷊ᶹ᷄

ḳ 

᷿֩ḻḒᴻ ֪ ᴴ ᴲḩᴻ᷀ᴻᶊ ᶱ∟ ᵸᶪᴳ 

ᴴ ᶊ ᶒ

ᶱ∟ ᵸᶪ  G

 

᷁ḁḤḻḡ ᴴ ╥ ᶗ ᶱ∟ ᵸᶪ G

ᴴ ᶊ ᶒ

ᶱ∟ ᵸᶪ  G

ᴲḲ᷊ᶹ

᷄ḳ 
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Ỹ  ‮    

᷀ḃḋḐḤḻḡᴴḁḟḴ  ᴻ ᴴ ᶱ ᶊᵶᶅᵪᶨᴲ ᶱᵡᵰᵾ ᴲ

ᶇᵶᶅ ᵸᶪ  G

 

אל  ᴴ ᴲḩᴻ᷀ᴻᶊ ᶒ ᶱ

∟ ᵸᶪ  G

ᴴ ᶊ ᶒ

ᶱ∟ ᵸᶪ  G

ᴲ ᴲḲ

᷊ᶹ᷄ḳ 

 

קּ

 

ᶞ  Ǝ

ᵣ ᶅ  

ᴴ ╓ᶊᶧᶂᶅ ᶆ ᵳᶞᶇᵶ

ᶅ ᵸᶪ  G

ᴴ ═ ֩ ᶞ

֪ᶊ ᶱ∟ ᵸᶪ G

ᴴ ᴲ

 

 

 ᴴ ֩ ᴲḠḑḵᴲ꜠ ֪ᶊꞌᵷᶅ

ᶉ ᶱ ᵶᴲ

ᶇ ᵶᶅ ᶱטּ ᵸᶪ  G

ᴲḲ᷊ᶹ᷄

ḳᴲ  

ḝḵḻ᷁ḁ  ᴴ ᶍ ᴲ ᶒᶽᶷ᷈

ḻᶊᶃᵣᶅᶎᴲ ḝḵḻᶍ ᵬ ᶩ

ᵫ ᶆᵡᶩᴲ ֩

֪ᶊ∟ ᵸᶪ ᵫᵡᶪ G

 

出典：災害廃棄物対策指針(改定版)【技 24-15】(環境省 平成 30年 3 月)に一部加筆 
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3.12 損壊家屋等の撤去・解体 

損壊家屋等の処分は私有財産であるため、原則として所有者の責任によって行うこと

となる。ただし、国が特例措置として、市町村が損壊家屋等の解体を実施する分を補助金対

象とする場合がある（公費解体）。災害の規模等によって補助金対象かどうか異なるため、

災害発生後の環境省の通知等から確認し、補助金の対象となる場合で町が解体の必要があ

ると判断したものについては、被災した家屋の所有者の申請に基づき公費による撤去

（必要に応じて解体）を行う。 

なお、公費解体を行う場合は、できるだけ廃棄物の再生利用を図ることとする。 

公費解体を行う場合でも、残置物（家財道具、生活用品等）は所有者の責任で撤去しても

らう必要があるため、所有者に対し、解体工事前に撤去・回収してもらうようにする。 

また、公費解体の実施前に、前述の家屋の所有者が自ら解体・撤去した場合には、町

は、その費用の一定額について所有者に償還できる特例措置を設けることができる（費

用償還）。 

公費撤去（必要に応じて解体）の手順（例）を図3-14に、損壊家屋等の撤去に係る留

意点を表 3-25 に示す。 

 

 

出典：「災害廃棄物対策指針（改定版）」【技 19-2】（環境省 平成 30年 3 月）を編集 

図 3- 14 公費解体における手順の例 

 

 

  

建物の危険度判定・

り災証明証

解体申請窓口の

設置
申請の受付

申請方法の広報

解体事業の発注 解体事業者の決定

解体対象建物の整理
解体の優先順位の

検討

解体事業者への

指示・連絡

建物所有者に立会

（最終確認）
解体 解体状況の確認
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表 3- 25 損壊家屋等の撤去と分別に当たっての留意点 

⌠Ộʾ Тк˔ 

  

 Ӫ  

ᵊ ᶊ ᵸᶪ ≥  ɛ

ᴴּס ᶉ ᶩ ᶍ ᶗ ᶱ ᵣᴲ ᶱ ᶊ ᵶᵾ ᶆ ᶍ ᶀ ᶩ

ᶱ ᵥ  G

 

ᵊ ᶊ ᵸᶪ ≥  ɛ

ᴴ ᵶᶅᵫᶫᵬ ᶊᶉᶂᶅᵣᶪ ᶒ ᶍ ᶊ ᵶᵾ ᶊᶃᵣᶅᶎᴲ ᵫ

ᶍ ᶊּס ᶉ ᶩ ᶱ ᶩᴲ ᶱ ᶅ ᵸᶪᴳᶈᵥᵶᶅᶡ ᶍ ᶫᶉᵣ

ᶎᴲ 64 2 ᶊ ᶄᵬᴲ ᵫᶉᵮᶇᶡ ᵸᶪᵲᶇᵫᶆᵬᶪᴳ 

ᴴ╗ ᶍ ᶱ ᶠ ᶊ ᶂᵾ ᶊᶃᵣᶅᶎᴲ ᶗᶍ ᶗּס ᶉ ᶩ ᶱ ᶂ

ᶅ≥ ᶱ ᵸᶪᶍᵫ ᶆᵡᶪᵫᴲᶈᵥᵶᶅᶡ ᶗ ᵫ ᶫᵹ ᶍ ᵫᵡᶪ ᶊ

ᶎᴲ שׁקּ ᶍ ᶱ ᶠᴲ ᶍּל ᶊᶃᵣᶅ ᶱ ᵯᴳ ᶍּלᵫᶉᵣᶇ ᶠᶨᶫᵾ

ᶡᶍᶎ ᵸᶪᴳᵼᶍ ᶊᶎᴲ ᶍ ᵩᶧᶒ ᶊᴲ ᴲ ᵣ ᶍ ᶱ ᶠ

ᶅᴲ ᶍ ᶍ ᶱ ᵸᶪ  G

ᴴ ᶱ ᵸᶪ ᶎᴲ ᵮᵹᴲᵫᶫᵬ ᴲ ᵮᵹ ᶍ ᶊ ᶠᴲᶆᵬᶪᵿᵰ ᶒ ᶍ

ᶍ ᶊטּ ᶠᶪ  G

ᴴᶽᶷ᷈ḻᶍ ᶩ ᵶ ᶍ ᶆᶎ ꞌᵫ ᵶᵣ ᶎᴲ ᵫּשׁקᶍ ᶗ∟ ᵸᶪᴳ 

 

ᵊ ᶍ↨ ᶊ ᵸᶪ ≥  ɛ

ᴴ ᶊᵩᵣᶅᶎᴲ↨ ᶊ ≥ᵶᴲ ᶱ ᵥᶇᶇᶡᶊᴲ ᶉ ᶱ ᵶᶅ ᶱ

ᵸᶪ  G

ᴴ ᶣ ᶍ↨ ᶊ ᵫᵰᴲ ᵫ ᵴᶫᵾ ᶍ ֩ḱḀᶿᶍ ֪ᶣ

ᶍ ᶍ ᴲ אל ᶍ ᶱ ᵥ  G

ᴴ ᶍ ᶣᶷḁḡḁḐ ᶍᵾᶠᴲ ᵶᶅ ᶱ ᵥᴳᶝᵾᴲ ╢ᶣ ᵣ ᶎᴲ ᵷ

ᶲḦḁ᷄ᶣḩ᷁ḕ ᶍ ᶱ ᵶᴲ↨ ᶱ ᵸᶪᴳ 

 

ᵊ ᶣ ᵣ ᶍ ᶍ⅛ᵣ ɛ

ᴴ ᶍ ᶣᵼᶍ ᶍ לּ ᶍ ᶒ∞ ᴲᶷḳḘḨ ᶍ ᶊᶇᶂᶅּל ᵫᵡᶪᶇ ᶠʝ

ᶫᶪᶡᶍᶎᴲ╗ ᶎ ᵶ ᶊ╥ᵬ ᵸ ᶱ ᵸᶪᴳ ᵫ ᶨᵪᶆᶉᵣ ᶊ

ᶃᵣᶅᶎᴲ┼ ᶊᶧᶩ ᵸᶪ G 
出典：「災害廃棄物対策指針（改定版）」【技 19-1】（環境省 平成 30年 3 月）を基に作成 
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3.13 思い出の品等の対応方針 

災害時に発見した所有者等が不明な貴重品及び思い出の品（個人にとって価値があると認

められるもの）については、災害廃棄物とは区別し適正に対応し、保管場所の確保を行い、

ルールに基づき回収・清潔な保管・広報・返却等を行う。 

貴重品については、警察へ届け出る必要があるため、警察と連携を図るものとする。 

 

表 3- 26 思い出の品・貴重品（例） 

◘Μ χ  ∞ ᴲᶷḳḘḨᴲ ᴲ ᴲ ᴲ ᴲ ᴲ ᴲ ᴲḗḻ᷈ᴲ

PƎC HƎDD ᴲ ᴲḛḏᶿᴲḏḀ᷀ḩ  

ṝ  ᴲ ᴲ ᴲ ᴲ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3- 15 回収・引き渡しフロー（例） 

 

 

表 3- 27 思い出の品等の取扱ルール（例） 

ⱱ︠χᶎ  ø ᶆ ᴴⱣ ᵶᴲ ᶊᶧᶩ ᵸᶪ ᴳ 

ᵕ  ø ᶍ ᶣ שׁקּ ᶍ ֩ ᶊꞌᵷᶅ ֪ ᶆ ᵴ

ᶫᵾ ᶎᵼᶍ ᵸᶪ  G

ø ᴴḤḱḻḎᶸᶷᶍ ᶞᶊᶧᶂᶅ ᵸᶪᴳ 

Ḛ  ø ᶇᶎ ᵶ ᶉ ᶱ ᵸᶪ  G

ø ᶣ ᵫ ᵶᶅᵣᶪ ᶎ ᵶᶅ ᵸᶪ  G

ø ᵫ ᶝᶫᶪ ᶎᴲ ᴴ ᶱ ᵸᶪᴳ 

ְ֫  ø ᶣḤḱḻḎᶸᶷᶍ ᶊᶧᶪ G

Ẁ  ø ᶎ ╥ᵬ ᵶᶇᵸᶪ  G

ø ᵫᶆᵬᶪ ᶎ ╥ᵬ ᵶᶡּס  G

出典：「災害廃棄物対策指針（改定版）」（環境省 平成 30 年 3月）に一部加筆 
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4. 生活系ごみ及びし尿処理 

4.1 生活系ごみの処理 

4.1.1 避難所ごみの処理方針 

避難所から発生するごみを含む生活ごみは、災害廃棄物に該当しないことから、原

則として平時と同様に収集運搬及び処分を行うこととし、仮置場には搬入せず既存の

廃棄物処理施設に搬出する。 

既存の処理施設や収集運搬車両が被災するなど、平時の処理体制での対応が困難で

ある場合には、県や近隣市町村等に支援を要請することになるため、避難者数や生活

ごみの発生原単位等から避難所ごみを含む生活ごみの発生量を推計し、収集運搬及び

処分体制を検討する。 

また、避難所では、開設数日後には救援物資の搬入が増え、食料品のほか衣類や日

用品も搬入されるようになり、段ボールや包装材などの廃棄物が大量に発生するため、

避難所開設後 3～4日以内には、速やかに廃棄物処理が開始できるよう処理体制を構築

する。 

なお、避難所においては、廃棄物の搬出が容易に行えるよう、あらかじめ保管場所

を選定し分別を徹底する。また、感染性廃棄物等取扱いに注意が必要な廃棄物の情報

を提供する。 

 

 

4.1.2 避難所で発生する廃棄物 

避難所で発生することが想定される廃棄物の種類等は、表 4-1 のとおりである。 

 

表 4- 1 避難所で発生する廃棄物（例） 

  ᾛ Ḛ  

֩ ᵳᶞ ֪  ḗᶽ ᶍ ᶍ ᵫ ᵴᶫᶪᴳ ᶊ ᶫᶅ

ᵶᴲ ᶊ ᶱ ᵥᴳ ᶇᵶᶅ

ᶣקּ קּ ᶊᶧᶩ ᶱטּ ᶂᵾ ᶡᵡᶪ  G

Ḥᴻḳ ᶍ  ᵶᶅ ᵸᶪᴳ ᶡ ᵸᶪ G

ḛḓᴻḳ ᴲḟḱḁḉḋ᷄

 

ᴴ ᶍ

 

ᶊ ᶫᶅ ᵸᶪ  G

┤  ᶆᵬᶉᵣᵲᶇ

ᶊᶧᶪ ᵧ  

ᵸᶪ  G

ᵶ  ḐᶹḴ 

יּ ḐᶹḴ 

ḐᶹḴᶱ ᵸᶪᴳḥḲḦᴻᶆ ᶠᶨᶫᵾ ᶎ

♥ ᶉ ᵫּס ᵿᵫᴲ ᶣ ᶍ ᶆᶡᶆ

ᵬᶪ ᶩ ᵸᶪ ᵫ ᶆᵡᶪ  G

 

֩ ᴲ ♪ ᶍ ᵶ

ᵾ᷁ᴻḄᶉᶈ  ֪

═ ⌡ ᴴ ᶍᵾᶠᶍ ᶍ↨ ᶉ ᶒ  

ᴴ ᶊᵪᵪᶪ═ ⌡ᶇᶍ ֩ ᴲ

 ֪

出典：「災害廃棄物対策指針（改定版）」資料編【技 16-1】（平成 30年 3 月 環境省） 
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4.1.3 避難所ごみの発生量の推計 

避難所ごみの発生量の推計方法は表 4-2 のとおりである。 

避難所ごみは、避難者数に１人１日あたりのごみ発生量（発生原単位）を乗じるこ

とで算出し、発生原単位には、平時の生活系ごみ排出量を用いた。 

 

表 4- 2 避難所ごみ発生量の推計方法 
 

避難所ごみの発生量＝避難者数（人）×発生源単位（g／人・日） 
 
 ᾛ ӡʿ τΣΪϥ͍ θϤχ ᶨὉέϙ  663 g/ ʾ ˢ ᾕ ˣ̞ 

 

 ̞ ᾕ ԁ ṏ ם ₰Ὣᴮˢ 3 4Ὦ20  ḕẽ ˣ 
 

出典:災害廃棄物対策指針の技術資料【技 14-3】避難所ごみの発生量,し尿収集必要量等の推計方法 

（令和 2年 3 月 環境省） 
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4.2 し尿の処理 

4.2.1 し尿の処理方針 

災害時には、公共下水道等の生活排水処理施設が使用できなくなることが想定され

るほか、避難所から発生するし尿に対応するため、生活排水処理施設の被災情報や避

難者数を把握のうえ、優先順位を踏まえて仮設トイレを配置し、あわせて計画的な収

集体制を整備する。 

また、備蓄資材が不足する場合等、必要に応じ、県に支援を要請し、応援協定によ

る他自治体、関係団体からの協力を得て、仮設トイレ（消臭剤を含む）を確保、設置

する。 

 

 

4.2.2 し尿収集必要量の推計 

し尿収集必要量の推計方法は表 4-3 のとおりである。 

 

表 4- 3 し尿収集必要量の推計方法 
 

し尿収集必要量＝災害時におけるし尿収集必要人数（人）×1 日 1 人平均排出量（L/人・日） 

＝（仮設トイレ必要人数※1＋非水洗化区域し尿収集人口※2）×1 人 1 日平均排出量※3 

  

 ̞1 ᴠ Еϱй ˹ יּ ˴ τϢϥᴠ Еϱй  

    ˢ τϢϥᴠ Еϱй ˣ 

˹˨ ᴟ ῢ ˵ יּ   ˷ ˢ ᴟ ῢ/ ῢˣ˩ ˷ ◦  ˷  ͍ /͎  

 

̞2 ᴟỸӽΰ ῢ˹ ︡ ῢ ˵ יּ   ˷  s ︡ ῢ/ ῢˣ 

 

̞3 ͍ ͍ ỡ  ˹  1.7 L/ʾ  
 

出典:災害廃棄物対策指針の技術資料【技 14-3】避難所ごみの発生量,し尿収集必要量等の推計方法 

（令和 2年 3 月 環境省） 

 

 

4.2.3 仮設トイレの必要基数の推計 

仮設トイレの必要基数の推計方法は表 4-4 のとおりである。 

 

表 4- 4 仮設トイレ必要設置数の推計方法 
 

仮設トイレ必要設置数＝仮設トイレ必要人数（人）／仮設トイレ設置目安※1（人／基） 

 

̞1 ᴠ Еϱй ӗ˹ᴠ Еϱйχ ˗ΰ χ1 1 ỡ ˗ ὓᵊ 
 
˲ᴠ Еϱйχ ỡ ˳400͡ 

˲ ΰ χ ỡ ˳ 1.7̠͡ ʾ  

˲ ὓ ᵊ ˳3 τ͍ᵕχ  
 

出典:災害廃棄物対策指針の技術資料【技 14-3】避難所ごみの発生量,し尿収集必要量等の推計方法 

（令和 2年 3 月 環境省） 
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5. 災害廃棄物処理実行計画 

処理計画を基に、災害廃棄物の発生量（推計量）と廃棄物処理施設の被害状況を把握し

た上で、実行計画を作成する。 

発災直後は災害廃棄物量等を十分に把握できない場合もあるため、災害廃棄物処理の全

体像を示すために実行計画を作成する必要があり、処理の進捗に応じて段階的に見直しを

行う。 

実行計画に盛り込むべき主な事項は表 5-1 のとおりである。 

 

表 5- 1 災害廃棄物処理実行計画の構成例 
 

1．災害廃棄物処理実行計画策定の趣旨 

1.1 ᶍ  

1.2  ᶍ∞ ᶄᵰ ᶒ ᵶ 

1.3  ᶍ  

2．被災状況と災害廃棄物の量 

2. 1  

2 .2   

3．災害廃棄物処理の基本方針 

3. 1 ᶉ ᵧ  

3 .2   

3 .3  ╓ 

3. 4  ᶍ  

4．災害廃棄物の処理方法 

4. 1 ᶍ ḝḵ  ᴻ

4 .2  ᶉ  

5．処理スケジュール 

5 .1  

5 .2   

5 .3  ᶍ ᵶ 
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6. 処理事業費補助金等 

大量の災害廃棄物の処理には多額の経費が必要であり、被災市町村のみで対応すること

は困難であるため、国の補助事業の活用が必要となる。環境省においては、「災害等廃棄

物処理事業」及び「廃棄物処理施設災害復旧事業」の 2 種類の災害関係補助事業がある。

補助事業の活用は災害廃棄物対策の基本方針に影響するものであり、都道府県・市町村は

円滑な事業実施のため、発災後早期から国の担当窓口との緊密な情報交換を行う。 

また、国への申請等の手続きは県を経由して行われることになるため、県と連携し必要

な手続きを行なう。（補助事業の詳細については、「災害関係業務事務処理マニュアル」

（令和 3年 2月改訂 環境省）を参照。） 

 

【災害等廃棄物処理事業の概要】 
 

̙ ⱧỘʿ ʺ  ʺ‰ ʺ ʺ ζχ χӰ σꜛ ᾝ τϢϥ ←ẉό

ᵤḰ ỸӽᵰχᵤḰϒχ χ ṏ χ ᵲτ Μʺ◕ Υם

☼βϥ←ᵲ ṏ χ  
 

̙ ⱧỘ︠ ʿ◕ ˢԁ Ⱨ ›ʺῲӽ ›ʺ ỸϬḯϚˣ 
 

̙ ʿ ͍˗͎ˢ τνΜοϜʺ ῖ ΚϤʻx  
 

̙ ṏ ʿ 

̓←ᵲχθϛτ ΰθ ᶨḕẽχ τ Υ ρήϦϥ ṏ  

ˢᾖ ρΰο ᶨτ τḩἰβϥԁ ᴪ Τϣ ήϦϥ←ᵲ ṏ ˣ 

̓←ᵲτϢϤ τ ΰθױ ˢӲⱱ ρΰο χ͎ χ͍Ϭ Τϣ ᵰˣ 

̓ τ ρ ϛθᴠ ʺ τϢϤ ήϦθΰ ˢ←ᵲẎ τṁξΨ

χᵫ ṍḧ χϜχˣ 

̓←ᵲτϢϤᵤḰ ỸӽӟᵰχᵤḰτ ΰθ ṏ  
 

 

【廃棄物処理施設災害復旧事業の概要】 
 

̙ ⱧỘʿ←ᵲτϢϤ ᵲϬ Ϊθ ṏ ☼ ϬᾖἹτ ẛβϥⱧỘ ότᴂẍ

ẛⱧỘ 
 

̙ ⱧỘ︠ ʿ ῝Ặ ˢ ᾉʺ◕ ʺ Ỹʺԁ Ⱨ ›ʺῲӽ ›Ϭḯ

Ϛˣ̋ ṏ ЈрЌ˔  
 

̙ ʿ ͍˗͎ 
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7. 計画の実効性の確保 

7.1 計画の見直し 

本計画は浅川町地域防災計画及び一般廃棄物処理基本計画の改定のほか、国が行う法

整備や指針の改定、県災害廃棄物処理計画の見直し、災害廃棄物処理に係る新たな課題

や経験・知見を踏まえ、必要に応じ見直しを行う。 

また、町が被災した場合は、災害廃棄物の処理が終了した後、処理に係る記録を整理

するとともに評価を行い、必要に応じて本計画の見直しを行う。 

 

7.2 人材育成・訓練 

災害廃棄物対策を迅速に円滑に行うための、職員の育成・訓練の方針を表 7-1 に示す。 

 

表 7- 1 職員の育成・訓練の方針 

教  育 

̓←ᵲ ṏ ὓᵊχ├ ʾᵠ Ϭ αο ∙χӾ Ϭ ϥρρϜτʺṜ∏ τνΜ

οʺ ⱲΤϣ Ԍτ ΰʺ←ᵲⱲτ ὓᵊΥ ῟τᶨ ήϦϥϢΞễӾϬὋ τ

“Ξʻ 

̓ᾉʺ⁯ Υᵫ℗βϥ←ᵲ ṏ ├τḩβϥᾆ ᵓϒ ớ τ╥ᴥβϥʻ 

訓  練 

̓ᾤ χỘ ЫИвϯиϬ⌠ ΰʺὓᵊπ ϛθԁ ṏ ☼ τΣΪϥ←ᵲⱲχ

ʺᴠ χ ʺְ֫ẉόḚ τνΜοᶎ ʾ ᴂ Ϭΰ ήδϥθϛʺм˔

ϺрϽϽи˔ФτϢϥᾁ ϞἩ Ϭם☼βϥʻ 

̓ ← ệϬ ϘΠʺ χ ᶨḕẽχ τΩ ᾢ ΰννʺ ӡϬνΪοỘ

Υ ϛϣϦϥϢΞʺᾆ ᵓϞἩ Ϭ“Ξʻ 

̓ ←Ἡ χṐᵓϬ αοʺ ԌϞꜛ︠ ← χ Υᴠ Еϱйχ οϞ֫

︣ Ϭ πΦϥϢΞ ϛϥʻ 
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7.3 災害発生時の初動体制の確保 

災害時には、平時の年間処理量を大きく上回る災害廃棄物が発生する場合があり、そ

の膨大な災害廃棄物への対策のため、特に初動期には様々な混乱が発生しやすく、平時

の廃棄物部局のみでの対応は困難となることが予想されるため、人的資源の確保が重要

となる。 

初動対応における人員体制の確保のための基本方針を以下に示す。 

また、支援要請先の例を表 7-2 に、タイムラインを表 7-3 に示す。 

 

【初動対応における人員体制の確保のための基本方針】 
 

ʾ Ⱳχ ṏ ộχϙπψ ᴂΥ₉ ρ ήϦϥ ›ψʺ χ ộϞ ԌOB̋

Ẹ ὫꜛⱵ Ϟự ◕ Ϭᶨ ΰ Ԍχᶎ τ ϛʺ τᴂαο←ᵲ ṏ χ ├Ў

˔Эχ Ϭᾁ βϥʻ 
 

ʾ ᵲ ệϞ←ᵲṛ τϢϤꜛⱵ ꜛπ ԌΥᶎ πΦσΜ ›ψʺᾉϒχ◦כ Ϟḕ

ẽ χ←ᵲ ṏ Ԍכ◦ ˢ ∙Нрϼˣχᶨ Ϭᾁ βϥʻ 
 

ʾ ὓʺ ▄ʺᾝ Ḛ χ τḩβϥ ꜡ϞṪ Ϭ βϥάρΤϣʺ ộρừ τ

ὀΰʺ τᴂα ộΤϣ Ԍ◦כϬᾁ βϥʻ 
 

ʾᴠ σςχḚ Ộ ψʺẸ Ὣ Ϟ ḧⱧỘּיϒχӦ Ϭ ṍτ“Μʺ ṏ

ộχ Ԍψʺ Ϟὓᵊχ├ ʺ ộϞⱧỘּיʾḩἰ ρχ ʺἸ ︣

χⱧỘ τἰϥỘ τ βϥʻ 
 

ʾꜛⱵ χ☼ Ϟ Ԍ Υ ⁭σ ᵲϬ ΪʺꜛⱵ χ ᴂ Υ ΦΨ ᴞΰθ ›τψᾉϒ

χⱧ Ӧ Ϭᾁ βϥʻ 
 

 

表 7- 2 初動対応における業務毎の支援要請先の例 

‮  Ộ χ◦כ χ  

ᶉ  ø ᶊ ╢ ᶱ ᵸᶪ  G

ø ᵫ ᵡᶪᵣᶎᴲ ᶍᶉᵣ ꞌⱱ ֩

֪ᶊ ⱱᶱ ᵸᶪ G

ø ᵫ ᶍ D.waste - Net ᶱ ᵷᶅ ⱱ╢

֩ Ḙḻ֪᷄ ᶱ ᵶᵾ ⱱ╢ᶍ ᶱ ᵸᶪᴳ 

ø ╢ OBᴲ ᶊ ᶱ ᵸᶪ  G

יּ  ø ᶊ ᶱ≠ ᵸᶪ  G

ø ᴴ ᴴ ᶊ ╢ᶍ ᶱ∟ ᵸᶪᴳ 

ᶍ◖  ø ◖ ᴴ ᶊ ᶱ≠ ᵸᶪ G

 ø ᷈ḻ᷊ḳḇḻḐᶊ ᴴ ᶱ≠ ᵸᶪᴳ 

ᶍ  ø ᵫ ᶱ ᵶᶅᵣᶪ ᴴ ᶊ ᶱ≠ ᵸ

ᶪ  G

ø ᶍ ᶊᶃᵣᶅ ᶗᶍ ᶍ≠ ᴲ ᶊᶧᶪ ᶍ

ᶱ ᵸᶪ֩ ᶍ ᶣ ╢ ᵫ ᶉ ᶱ ᵰᴲ ᶍ

ꞌ ᵫ ᵬᵮ ᵶᵾזּ ᶊ ᵸᶪ֪ᴳ 

ᵳᶞᴲᵶ ᶍ  ø ᶍ ◖ ᶊ≠ ᵸᶪ  G
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表 7- 3 初動対応における人員体制の確保のためのタイムライン 

分  類 

災害発生後のフェーズ（各対応を実施または開始する時期を示す） 

実施者 協力要請先の例 ～12

時間 

～24

時間 

～３

日 

～１

週間 
～３週間 

安全及び

組織体制

の確保 

χӗ χᶎ  Ԍ ˵ 

︣ χᶎ  ᶧ  ˵ יּ

ӗ ʾ╥ ệχᶎ  ᶧ  ˵ יּ

←ᵲⱲ ϒχӱ“ ᶧ  ˵ יּ

被害情報

の収集・

処理方針

の判断 

 ᵲ ệ ᵫ◐ẉόᾉϒχ  ʾὓᵊ  ˵ 

 ӟ‭χ ṏ χᴦ χ  ᶧ  ˵ יּ

  ←ᵲ ṏ ὓτΰΪθ  ʾὓᵊ  ˵ 

  ← ệχ Ӄρ◦כ χ  ᶧ  ˵ יּ

  
← ệτᴂαθ◦כ  

̞ꜛⱵ ꜛπ Υ“ΠσΜρ ήϦϥ ›τ

Ϭכ◦  

ᶧ  יּ

ᾉ 

Ẹ ὫꜛⱵ  

Ẹ Ὣ  

生活ごみ 

・避難所

ごみ・し

尿の処理

体制の確

保 

  ᶨέϙʺ έϙχ ֫ χᶎ

 
Ộ  ֫ Ộּי 

  ΰ χ ֫ χᶎ  Ộ  
֫ Ộּי 

▀Ộ ṏ Ộּי 

  ʾЩжрГϰϯϒχ  ʾὓᵊ  ˵ 

  ֫ χם☼ Ộ  ֫ Ộּי 

災 害 廃 棄

物 の 処 理

体 制 の 確

保 

 ᴠ χᶎ  Ộ  ˵ 

  ←ᵲ ṏ χᵕ χᾁ  Ộ  ˵ 

  ֫ ʾⱢṐ∙ʾ Ԍχᶎ  Ộ  
֫ Ộּי 

▀Ộ ṏ Ộּי 

  ʾЩжрГϰϯϒχ  ʾὓᵊ  ˵ 

  
ᴠ χ ʾḚ ʾְ֫ 

̞ᴠ χḚ ʾְ֫τ ρσϥ Ԍχᶎ ˢ

χ ʾ ӛ ʾ ◙ ʾᴻ‭ϧΰ ˣ 

Ộ  

▀Ộ ṏ Ộּי 

ὺ Ộּי 

ὕ ᵓּז 

ộ 

Ẹ ὫꜛⱵ  

継続的な

一般廃棄

物処理体

制の確保 

   

Ὃ σ ϒχӱ“ － ˵ 

̞ᴠ χḚ ʾְ֫χӦ  Ộ  
▀Ộ ṏ Ộּי 

ὺ Ộּי 

̞ῖ Ԍχᶎ ˢ τᴂαο←ᵲ ṏ

χ ├Ў˔ЭϬ ˣ 
ᶧ  יּ

ộ 

Ԍ OB 

   ԁ ṏ χὋ  
Ộ , 

ʾὓᵊ  
˵ 

    

ᴂӟ‭χ χᾁ

 
－ － 

̞←ᵲ ṏ ⌠ὓᵊχ“ם ◦

 כ
ʾὓᵊ  

ḧЀрЂиЌ

рЕ 

̞ᾉϒχⱧ Ӧ ˢ ᵲΥ ⁭σ

›ˣ 
ᶧ  ᾉ יּ

出典：「災害時の一般廃棄物処理に関する初動対応の手引き」（令和 3 年 3月改訂 環境省）を基に作成 

 

 


